
（平成２２年６月９日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 31 件

厚生年金関係 31 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 9 件

国民年金関係 3 件

厚生年金関係 6 件

年金記録確認広島地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



広島厚生年金 事案 1282 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間①に係る標準報酬月額の記録については、申立期間①のう

ち、平成 17年 10月は 34万円、同年 11月は 32万円、同年 12月は 34万円、

18 年１月は 32 万円、同年２月は 28 万円、同年３月及び同年４月は 30 万円、

同年５月は 28万円、同年６月は 26万円、同年７月は 24万円、同年８月は 26

万円、同年９月、同年 10 月、19 年 11 月及び同年 12 月は 28 万円に訂正する

ことが必要である。 

 なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく申立人に係る当該期間

の厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日 ： 昭和 41年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： ① 平成 17年 10月１日から 20年３月１日まで 

② 平成 17年 12月 14日 

③ 平成 18年７月 13日 

④ 平成 18年 12月 14日 

    申立期間の給与と賞与について、ねんきん定期便に記載されている厚生年

金保険料額が、実際に控除されていた保険料額と相違している。 

給与支払明細書と賞与支払明細書を所持しているので、記録を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間①の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特

例法」という。）に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、記録の訂正及

び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年

金保険料額に見合う標準報酬月額又は実際に支給されていたと認められる

報酬月額に見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬

月額のいずれか低い方の額を認定し、記録訂正の要否を判断することとなる。 

２ 申立人から提出された申立期間①の 29 か月分の給与支払明細書及び申立

ての事業所から提出された平成 18年から 21年までの賃金台帳（写）におけ

る厚生年金保険料の控除額を見ると、申立期間のうち、17 年 10 月から 18

年 10 月までの期間、19 年 11 月及び同年 12 月の 15 か月分については、オ



ンライン記録の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を上回る保険料を事

業主により給与から控除されていたことが確認できる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、給与支払明細書等におい

て確認できる保険料控除額又は給与支給額から、平成 17年 10月は 34万円、

同年 11月は 32万円、同年 12月は 34万円、18年１月は 32万円、同年２月

は 28万円、同年３月及び同年４月は 30万円、同年５月は 28万円、同年６

月は 26万円、同年７月は 24万円、同年８月は 26万円、同年９月、同年 10

月、19年 11月及び同年 12月は 28万円に訂正することが妥当である。 

なお、事業主が、上記訂正後の標準報酬月額に見合う厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履

行したか否かについては、事業主は、当該期間に係る厚生年金保険料につい

て過少な納付であったことを認めていることから、これを履行していないと

認められる。 

３ 申立期間①のうち、平成 18 年 11 月から 19 年 10 月までの期間、20 年１

月及び同年２月の 14 か月分の給与支払明細書等に記載されている厚生年金

保険料の控除額に見合う標準報酬月額又は給与支給額に見合う標準報酬月

額については、オンライン記録の標準報酬月額を超えていないことが確認で

きることから、特例法による保険給付の対象にあたらないため、あっせんは

行わない。 

  申立期間②から④までの賞与の記録については、賞与支払明細書に記載さ

れている厚生年金保険料の控除額に見合う標準賞与額及び賞与支給額に見

合う標準賞与額は、オンライン記録の標準賞与額と一致することが確認でき

ることから、特例法による保険給付の対象にあたらないため、あっせんは行

わない。 



広島厚生年金 事案 1283 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者の

資格喪失日に係る記録を昭和 52 年９月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月

額を 11万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日 ： 昭和 30年生 

    住    所 ：  

               

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： 昭和 52年８月 21日から同年９月１日まで 

    私は、昭和 52年にＡ社に入社し、現在も継続して勤務しているのに、52

年９月１日に当時は関連会社であったＢ社に転籍した際の１か月の記録が

無いので、訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された人事記録、及び異動証明書から、申立人が申立ての事業

所に継続して勤務（昭和 52年９月１日にＡ社から関連会社のＢ社に転籍）し、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

また、申立人の申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における

昭和 52年７月のオンライン記録から 11万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としているが、オンライン記録におけるＡ社での資格喪失

日が雇用保険の被保険者記録における離職日の翌日となっており、公共職業安

定所及び社会保険事務所（当時）の双方が誤って記録したとは考え難いことか

ら、事業主が昭和 52年８月 21日を資格喪失日として届け、その結果、社会保

険事務所は、同年８月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険

事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当し

た場合又は保険料を還付した場合を含む）、事業主は当該保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 



広島厚生年金 事案 1285 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 21年 10月１日から 23年３月１日までの

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められるこ

とから、申立人のＡ社Ｂ営業所における厚生年金保険の被保険者資格取得日に

係る記録を昭和 21年 10月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 600円と

することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日 ： 大正 10年生 

    住    所 ：  

               

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： 昭和 21年８月１日から 23年３月１日まで 

    私は、戦地から復員後すぐにＡ社Ｂ営業所を紹介され、当時の同営業所長

と一緒に、同社Ｃ支社へ挨拶に行ったことを覚えている。 

しかし、社会保険庁（当時）の記録では、申立事業所での厚生年金保険被

保険者資格取得日が、昭和 23年３月１日とされていることに納得がいかな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立事業所から提出された「非公式書類（退職者に関するメモ）」には、申

立人の入社年月日が昭和 21年９月 21日、退職年月日は 30年 10 月 20日と記

載されていることが確認できる上、申立期間当時のＢ営業所長の妻は、「申立

人は、戦地から復員後、申立人の父親と私の義父が懇意だったため申立事業所

に入社した。申立人は、正社員として入社したと思う。」と供述していること

から、申立人は、21年９月 21日に入社し、その後も継続して勤務していたこ

とが認められる。 

そして、申立人が申立事業所で被保険者資格を取得した昭和 23 年３月及び

その前後に被保険者資格を取得している同僚のうち、申立事業所から提出され

た在籍証明書により入社時期を確認できた同僚３人は、資格取得日と同日か資

格取得日の属する月の前月あるいは資格取得日の属する月の前々月にそれぞ

れ申立事業所に入社していることが確認でき、一方、20年 12月から 23年 12

月の間に申立事業所において被保険者資格を取得している40人のうち38人と

ほぼすべての同僚の被保険者資格取得日が月初めであることから判断すると、



申立人は、申立期間のうち、21 年 10 月から 23 年２月に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の申立事業所における昭

和 23 年３月の社会保険事務所（当時）の記録から 600 円とすることが妥当で

ある。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、当該事業所に申立期間当時の資料は残っていない上、当時、

社会保険の手続は各営業所で行っていたため、申立どおりの届出を行い保険料

を納付したかは不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無

いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



広島厚生年金 事案 1286 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

昭和 45 年 10 月 20 日に訂正し、45 年 10 月の標準報酬月額を９万 2,000 円と

することが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日   ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間   ：  昭和 45年 10月 20日から同年 11月１日まで 

    私は、昭和 30 年４月にＡ社に入社し、平成３年６月に定年退職するまで

継続して勤務していた。  

    申立期間について、私は、昭和 45年 10月 20日から本社で勤務しており、

会社の手続ミスであるので記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録及び事業主から提出された社員名簿（人事記録）に

より、申立人が申立事業所に継続して勤務し（昭和 45年 10 月 20 日にＡ社Ｂ

支店からＡ社本社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 45

年 11月のオンライン記録から、９万 2,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無

いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所（当時）

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が

無いことから、行ったとは認められない。 

 

 



広島厚生年金 事案 1288 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、申立期間①の厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格

取得日に係る記録を平成 14年 11月１日に訂正し、申立期間①の標準報酬月額

を 20万円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間①の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 14年 11月１日から 15年３月１日まで 

         ② 平成 16年 11月 29日から同年 12月 20日まで 

平成 14 年 11 月６日にＡ社に就職し、経理事務を行っていた。雇用保険

被保険者証を所持しており、同日に雇用保険の被保険者となっているのに、

厚生年金保険の記録は 15年３月１日資格取得になっており、申立期間①が

未加入となっていることに納得できない。 

また、平成 16 年７月にＢ社に就職し、同年 12 月まで勤務したが、厚生

年金保険の加入記録は、同年 11 月 29 日資格喪失となっており、申立期間

②が未加入となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 雇用保険の加入記録から、申立人は、申立期間①においてＡ社に勤務して

いたことが確認できる。 

  また、申立期間①当時において申立人の上司であり、かつ、平成 15 年７

月から 16 年 11 月まで総務担当の取締役に就任した者は、「申立人は正社員

として申立事業所に就職した。正社員については、就職と同時に厚生年金保

険及び雇用保険に加入させていたので、雇用保険の加入記録がある期間は厚

生年金保険料を控除していたはずである。」と供述している。 

さらに、申立人の退職後に経理事務に従事していた後任者は、「正社員に

ついては、就職と同時に厚生年金保険に加入し、自分は就職と同時に厚生年

金保険に加入している。」と供述しており、申立期間①において厚生年金保

険の記録が確認できる同僚（複数）も自身の厚生年金保険の加入記録と勤務

期間は一致していると回答している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間①の厚生年金保険料を



事業主により給与から控除されていたと認められる。 

  また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人の申立事業所におけ

る平成 15年３月のオンライン記録から、20万円とすることが妥当である。 

  なお、事業主が申立人に係る申立期間①の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、事業主は不明としており、これを確認できる

関連資料及び周辺事情が無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所（当

時）に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が

無いことから、行ったとは認められない。 

２ 一方、申立期間②について、Ｂ社の事業主は、「申立期間は、申立人の都

合により正社員を退職した後、事務引継ぎのためアルバイトとして勤務して

もらった期間であり、当該期間は厚生年金保険に加入させていなかった。」

と回答している。 

また、申立事業所が保管する申立人に係る健康保険厚生年金保険被保険者

資格喪失届及び健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書から、申

立事業所は、申立人について、平成 16 年 11 月 29 日に厚生年金保険被保険

者資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所に行ったことが確認でき、この

資格喪失日は、オンライン記録と一致している。 

  さらに、申立事業所の厚生年金保険料は翌月控除の方法で行われていたと

ころ、申立事業所が保管する申立人に係る賃金台帳により、平成 16年 12月

支給の給与から厚生年金保険料が控除されていないことが確認できる。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を給与から控除されて

いたことを確認できる給与明細書等の資料は無い上、申立てに係る事実を確

認できる関連資料及び周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間②の厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



広島厚生年金 事案 1289 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店Ｃ事業所（以下「Ｃ事業所」

という。）における資格取得日に係る記録を昭和 25 年５月 11 日に訂正し、当

該期間の標準報酬月額を 8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日 ： 大正 15年生 

    住    所 ：  

               

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： 昭和 25年５月 11日から 26年１月１日まで                           

    私は、昭和 19年 10月１日にＡ社Ｂ支店（昭和 26年５月１日以降は、Ｄ

社に承継）Ｅ事業所において厚生年金保険の被保険者資格を取得した。25

年５月 11日にＣ事業所に転勤し、26年 11月 20日まで同所で勤務した。 

    退社後、Ｃ事業所に勤務していた期間の厚生年金記録が欠落しているのを

知った。 

    社会保険事務所（当時）に問い合わせた結果、昭和 26年１月１日から同

年 11月 20日までの記録は見付かったが、申立期間の記録は見付からず、未

加入期間となっているため、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｄ社から発行された在籍証明書及び雇用保険の被保険者記録により、申立人

は、Ａ社に継続して勤務し（Ｅ事業所からＣ事業所に異動）、申立期間に係る

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認められる。 

なお、前記の在籍証明書において、申立人の異動日は昭和 25年５月 10日と

され、申立期間にはＣ事業所に勤務していたことが認められることから、申立

人のＣ事業所における資格取得日は、Ｅ事業所における資格喪失日と同日の

25年５月 11日と認めることができる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の申立事業所における昭

和 26 年１月の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録から、8,000 円とす

ることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は当時の記録が無いため不明としており、このほかに確認できる

関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 



また、政府が当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いこ

とから、行ったとは認められない。 



広島厚生年金 事案 1290 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立

期間の標準賞与額に係る記録を 24万 1,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準賞与額（20 万 2,000円）に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日 ： 昭和 37年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： 平成 19年７月 25日 

私は、Ａ社に勤務していた平成 19年７月 25日に賞与の支払いを受けた。 

しかし、当該賞与から控除されていた厚生年金保険料額に見合う標準賞与

額は、オンラインに記録されている標準賞与額より高いものとなっているの

で、保険料控除額に見合う標準賞与額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立事業所が保管している平成19年７月25日に支給された賞与に係る諸給

与支払内訳明細書から、申立人は、24 万 1,000 円の標準賞与額に基づく厚生

年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が申立期間

当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社会保険事

務所（当時）は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 



広島厚生年金 事案 1291 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立

期間の標準賞与額に係る記録を 17万 8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準賞与額（15 万円）に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日 ： 昭和 53年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： 平成 19年７月 25日 

私は、Ａ社に勤務していた平成 19年７月 25日に賞与の支払いを受けた。 

しかし、当該賞与から控除されていた厚生年金保険料額に見合う標準賞与

額は、オンラインに記録されている標準賞与額より高いものとなっているの

で、保険料控除額に見合う標準賞与額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立事業所が保管している平成19年７月25日に支給された賞与に係る諸給

与支払内訳明細書から、申立人は、17 万 8,000 円の標準賞与額に基づく厚生

年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が申立期間

当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社会保険事

務所（当時）は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 



広島厚生年金 事案 1292 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立

期間の標準賞与額に係る記録を 16万 2,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準賞与額（13 万 7,000円）に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日 ： 昭和 57年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： 平成 19年７月 25日 

私は、Ａ社に勤務していた平成 19年７月 25日に賞与の支払いを受けた。 

しかし、当該賞与から控除されていた厚生年金保険料額に見合う標準賞与

額は、オンラインに記録されている標準賞与額より高いものとなっているの

で、保険料控除額に見合う標準賞与額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立事業所が保管している平成19年７月25日に支給された賞与に係る諸給

与支払内訳明細書から、申立人は、16 万 2,000 円の標準賞与額に基づく厚生

年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が申立期間

当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社会保険事

務所（当時）は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 



広島厚生年金 事案 1293 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①に係る標準報酬月額の記録については、申立期間①のう

ち、平成 14年 10月から同年 12月までは 20万円、15年１月は 19万円、同年

２月から同年８月までは 20 万円、同年９月から同年 12 月までの期間、16 年

４月及び同年６月から同年８月までの期間は 24万円、同年９月から 17年３月

までは 20万円、同年４月から同年９月までは 22万円、同年 10月から 18年８

月までは 24万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく申立人に係る当該期間

の厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）

を納付する義務を履行していないと認められる。 

申立人は、申立期間②から⑩までについて、その主張する標準賞与額（平成

15年７月 18日は 31万 8,000円、同年 12月 19日は 37万 4,000円、16年７月

20 日は 30 万 3,000 円、同年 12 月 20 日は 38 万 9,000 円、17 年７月 20 日は

33 万円、同年 12 月 20 日は 38 万 1,000 円、18 年７月 20 日は 34 万円、同年

12月 20日は 41万円、19年７月 20日は 34万 2,000円）に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当該

期間の標準賞与額に係る記録を平成 15年７月 18日は 31万 8,000円、同年 12

月 19 日は 37 万 4,000 円、16 年７月 20 日は 30 万 3,000 円、同年 12 月 20 日

は 38 万 9,000 円、17 年７月 20 日は 33 万円、同年 12 月 20 日は 38 万 1,000

円、18年７月 20日は 34万円、同年 12月 20日は 41万円、19年７月 20日は

34万 2,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： ① 平成 14年 10月１日から 18年９月１日まで 

             ② 平成 15年７月 18日 

             ③ 平成 15年 12月 19日 

             ④ 平成 16年７月 20日 

             ⑤ 平成 16年 12月 20日 

             ⑥ 平成 17年７月 20日 

             ⑦ 平成 17年 12月 20日 



             ⑧ 平成 18年７月 20日 

             ⑨ 平成 18年 12月 20日 

             ⑩ 平成 19年７月 20日 

オンライン記録により厚生年金保険の加入状況を確認したところ、Ａ社に

勤務していた申立期間①の標準報酬月額が､実際の給与の総額に相当する標

準報酬月額よりも低く記録されている。 

また、同社に勤務していた期間のうち、申立期間②から⑩までの賞与から

厚生年金保険料を控除されていたにもかかわらず、標準賞与額の記録が無い。 

申立期間①から⑩までの標準報酬月額又は標準賞与額に係る記録を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間①の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特

例法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記

録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認めら

れる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬

月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額

を認定することになる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、Ｂ社（Ａ社の後継事業所）

が保管するＡ社に係る給与台帳において確認できる厚生年金保険料控除額

又は総支給額から、申立期間①のうち、平成 14年 10月から同年 12月まで

は 20万円、15年１月は 19万円、同年２月から同年８月までは 20万円、同

年９月から同年 12月までの期間、16年４月及び同年６月から同年８月まで

の期間は 24万円、同年９月から 17年３月までは 20万円、同年４月から同

年９月までは 22万円、同年 10月から 18年８月までは 24万円とすることが

妥当である。 

なお、事業主が、上記訂正後の標準報酬月額に見合う厚生年金保険料を納

付する義務を履行したか否かについては、事業主は、申立てに係る報酬月額

の届出を社会保険事務所（当時）に対し誤って提出し、また、当該申立てに

係る厚生年金保険料についても、過少な納付であったことを認めていること

から、これを履行していないと認められる。 

一方、申立期間①のうち、平成 16 年１月から同年３月までの期間及び同

年５月については、社会保険事務所で記録されている標準報酬月額が、給与

台帳に記載されている総支給額に見合う標準報酬月額より高いことが確認

できることから、当該期間は、特例法に規定する未納保険料があった期間（同

法により記録が訂正され、保険給付の対象に算入される期間）とは認められ

ないため、あっせんは行わない。 

２ 申立期間②から⑩までについて、申立人は、Ｂ社が保管するＡ社に係る給

与台帳により、当該期間において、申立事業所から賞与の支払いを受け、厚

生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立人の当該期間の標準賞与額については、給与台帳において確認



できる保険料控除額又は賞与額から、平成 15年７月 18日は 31万 8,000円、

同年 12月 19日は 37万 4,000円、16年７月 20日は 30万 3,000円、同年 12

月 20日は 38万 9,000 円、17年７月 20日は 33万円、同年 12月 20日は 38

万 1,000円、18年７月 20日は 34万円、同年 12月 20日は 41万円、19年７

月 20日は 34万 2,000円とすることが妥当である。 

なお、申立期間②から⑩までの保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立人に係る賞与の届出を社会保険事務所に提出してお

らず、また、当該賞与に係る厚生年金保険料についても、納付していないこ

とを認めていることから、これを履行していないと認められる。 



広島厚生年金 事案 1294 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①に係る標準報酬月額の記録については、申立期間①のう

ち、平成 14年 10月から同年 12月までは 19万円、15年１月は 18万円、同年

２月から同年 11 月までは 19 万円、同年 12 月は 20 万円、16 年１月及び同年

３月は 18万円、同年４月は 20万円、同年５月は 18万円、同年６月は 19万円、

同年７月は 18 万円、同年８月は 20 万円、同年９月は 18 万円、同年 10 月は

17万円、同年 11月及び同年 12月は 18万円、17年１月は 17万円に訂正する

ことが必要である。 

なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく申立人に係る当該期間

の厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）

を納付する義務を履行していないと認められる。 

申立人は、申立期間②から⑤までについて、その主張する標準賞与額（平成

15年７月 18日は 30 万円、同年 12月 19日は 34万 4,000円、16 年７月 20日

は 29万 1,000円、同年 12月 20日は 34万円）に基づく厚生年金保険料を事業

主により賞与から控除されていたことが認められることから、当該期間の標準

賞与額に係る記録を平成 15 年７月 18 日は 30 万円、同年 12 月 19 日は 34 万

4,000円、16年７月 20日は 29万 1,000円、同年 12月 20日は 34万円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： ① 平成 14年 10月１日から 17年３月１日まで 

             ② 平成 15年７月 18日 

             ③ 平成 15年 12月 19日 

             ④ 平成 16年７月 20日 

             ⑤ 平成 16年 12月 20日 

オンライン記録により厚生年金保険の加入状況を確認したところ、Ａ社に

勤務していた申立期間①の標準報酬月額が､実際の給与の総額に相当する標

準報酬月額よりも低く記録されている。 

また、同社に勤務していた期間のうち、申立期間②から⑤までの賞与から

厚生年金保険料を控除されていたにもかかわらず、標準賞与額の記録が無い。 



申立期間①から⑤までの標準報酬月額又は標準賞与額に係る記録を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間①の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特

例法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記

録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認めら

れる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬

月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額

を認定することになる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、Ｂ社（Ａ社の後継事業所）

が保管するＡ社に係る給与台帳において確認できる厚生年金保険料控除額

又は総支給額から、申立期間①のうち、平成 14年 10月から同年 12月は 19

万円、15年１月は 18万円、同年２月から同年 11月までは 19万円、同年 12

月は 20万円、16年１月及び同年３月は 18万円、同年４月は 20万円、同年

５月は 18 万円、同年６月は 19 万円、同年７月は 18 万円、同年８月は 20

万円、同年９月は 18 万円、同年 10月は 17 万円、同年 11月及び同年 12月

は 18万円、17年１月は 17万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が、上記訂正後の標準報酬月額に見合う厚生年金保険料を納

付する義務を履行したか否かについては、事業主は、申立てに係る報酬月額

の届出を社会保険事務所（当時）に対し誤って提出し、また、当該申立てに

係る厚生年金保険料についても、過少な納付であったことを認めていること

から、これを履行していないと認められる。 

一方、申立期間①のうち、平成 16年２月及び 17年２月については、社会

保険事務所で記録されている標準報酬月額が、給与台帳に記載されている総

支給額に見合う標準報酬月額より高いことが確認できることから、当該期間

は、特例法に規定する未納保険料があった期間（同法により記録が訂正され、

保険給付の対象に算入される期間）とは認められないため、あっせんは行わ

ない。 

２ 申立期間②から⑤までについて、申立人は、Ｂ社が保管するＡ社に係る給

与台帳により、当該期間において、申立事業所から賞与の支払いを受け、厚

生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立人の当該期間の標準賞与額については、給与台帳において確認

できる保険料控除額又は賞与額から、平成 15年７月 18日は 30万円、同年

12 月 19 日は 34 万 4,000 円、16 年７月 20 日は 29 万 1,000 円、同年 12 月

20日は 34万円とすることが妥当である。 

なお、申立期間②から⑤までの保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立人に係る賞与の届出を社会保険事務所に提出してお

らず、また、当該賞与に係る厚生年金保険料についても、納付していないこ

とを認めていることから、これを履行していないと認められる。 



広島厚生年金 事案 1295 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①に係る標準報酬月額の記録については、申立期間①のう

ち、平成 14 年 10 月から 15 年４月までの期間、同年７月及び同年８月は 20

万円、同年９月から 16年９月までは 18万円、同年 10月から同年 12月までの

期間、17年２月及び同年３月は 19万円、同年４月は 20万円、同年６月は 18

万円、同年７月及び同年８月は 20万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく申立人に係る当該期間

の厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）

を納付する義務を履行していないと認められる。 

申立人は、申立期間②から⑦までについて、その主張する標準賞与額（平成

15年７月 18日は 30 万 5,000円、同年 12 月 19日は 31万円、16年７月 20日

は 30 万 7,000 円、同年 12 月 20 日は 35 万 4,000 円、17 年７月 20 日は 28 万

3,000 円、同年 12 月 20 日は 33 万 4,000 円）に基づく厚生年金保険料を事業

主により賞与から控除されていたことが認められることから、当該期間の標準

賞与額に係る記録を平成 15年７月 18日は 30万 5,000円、同年 12月 19日は

31万円、16年７月 20 日は 30万 7,000円、同年 12月 20日は 35 万 4,000円、

17年７月 20日は 28万 3,000円、同年 12月 20日は 33万 4,000円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： ① 平成 14年 10月１日から 17年９月１日まで 

             ② 平成 15年７月 18日 

             ③ 平成 15年 12月 19日 

             ④ 平成 16年７月 20日 

             ⑤ 平成 16年 12月 20日 

             ⑥ 平成 17年７月 20日 

             ⑦ 平成 17年 12月 20日 

オンライン記録により厚生年金保険の加入状況を確認したところ、Ａ社に

勤務していた申立期間①の標準報酬月額が､実際の給与の総額に相当する標

準報酬月額よりも低く記録されている。 



また、同社に勤務していた期間のうち、申立期間②から⑦までの賞与から

厚生年金保険料を控除されていたにもかかわらず、標準賞与額の記録が無い。 

申立期間①から⑦までの標準報酬月額又は標準賞与額に係る記録を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間①の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特

例法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記

録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認めら

れる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬

月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額

を認定することになる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、Ｂ社（Ａ社の後継事業所）

が保管するＡ社に係る給与台帳において確認できる厚生年金保険料控除額

又は総支給額から、申立期間①のうち、平成 14年 10月から 15 年４月まで

の期間、同年７月及び同年８月は 20 万円、同年９月から 16 年９月までは

18万円、同年 10月から同年 12月までの期間、17年２月及び同年３月は 19

万円、同年４月は 20 万円、同年６月は 18 万円、同年７月及び同年８月は

20万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が、上記訂正後の標準報酬月額に見合う厚生年金保険料を納

付する義務を履行したか否かについては、事業主は、申立てに係る報酬月額

の届出を社会保険事務所（当時）に対し誤って提出し、また、当該申立てに

係る厚生年金保険料についても、過少な納付であったことを認めていること

から、これを履行していないと認められる。 

一方、申立期間①のうち、平成 15年５月、同年６月、17年１月及び同年

５月については、社会保険事務所で記録されている標準報酬月額が、給与台

帳に記載されている総支給額に見合う標準報酬月額より高いことが確認で

きることから、当該期間は、特例法に規定する未納保険料があった期間（同

法により記録が訂正され、保険給付の対象に算入される期間）とは認められ

ないため、あっせんは行わない。 

２ 申立期間②から⑦までについて、申立人は、Ｂ社が保管するＡ社に係る給

与台帳により、当該期間において、申立事業所から賞与の支払いを受け、厚

生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立人の当該期間の標準賞与額については、給与台帳において確認

できる保険料控除額又は賞与額から、平成 15年７月 18日は 30万 5,000円、

同年 12月 19日は 31 万円、16年７月 20日は 30万 7,000円、同年 12月 20

日は 35万 4,000円、17年７月 20日は 28万 3,000円、同年 12月 20日は 33

万 4,000円とすることが妥当である。 

なお、申立期間②から⑦までの保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立人に係る賞与の届出を社会保険事務所に提出してお

らず、また、当該賞与に係る厚生年金保険料についても、納付していないこ



とを認めていることから、これを履行していないと認められる。 



広島厚生年金 事案 1296 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①に係る標準報酬月額の記録については、申立期間①のう

ち、平成 14年 10月から 15年８月までは 19 万円、同年９月及び同年 11月か

ら 16年８月までの期間は 26万円、同年９月は 24万円、同年 10 月から 17年

３月までは 26万円、同年４月及び同年５月は 28万円、同年６月は 26万円、

同年７月から 18年８月までは 28万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく申立人に係る当該期間

の厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）

を納付する義務を履行していないと認められる。 

申立人は、申立期間②から⑩までについて、その主張する標準賞与額（平成

15年７月 18日は 34万 2,000円、同年 12月 19日は 37万 4,000円、16年７月

20 日は 35 万 1,000 円、同年 12 月 20 日は 40 万 9,000 円、17 年７月 20 日は

35万 2,000円、同年 12月 20日は 42万円、18年７月 20日は 36 万 1,000円、

同年 12月 20日は 42万 6,000円、19年７月 20日は 33万 3,000円）に基づく

厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められるこ

とから、当該期間の標準賞与額に係る記録を平成 15年７月 18日は 34万 2,000

円、同年 12月 19日は 37万 4,000円、16年７月 20日は 35万 1,000円、同年

12 月 20 日は 40 万 9,000 円、17 年７月 20 日は 35 万 2,000 円、同年 12 月 20

日は 42万円、18年７月 20日は 36万 1,000円、同年 12月 20日は 42万 6,000

円、19年７月 20日は 33万 3,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： ① 平成 14年 10月１日から 18年９月１日まで 

             ② 平成 15年７月 18日 

             ③ 平成 15年 12月 19日 

             ④ 平成 16年７月 20日 

             ⑤ 平成 16年 12月 20日 

             ⑥ 平成 17年７月 20日 

             ⑦ 平成 17年 12月 20日 

             ⑧ 平成 18年７月 20日 

             ⑨ 平成 18年 12月 20日 



             ⑩ 平成 19年７月 20日 

オンライン記録により厚生年金保険の加入状況を確認したところ、Ａ社に

勤務していた申立期間①の標準報酬月額が､実際の給与の総額に相当する標

準報酬月額よりも低く記録されている。 

また、同社に勤務していた期間のうち、申立期間②から⑩までの賞与から

厚生年金保険料を控除されていたにもかかわらず、標準賞与額の記録が無い。 

申立期間①から⑩までの標準報酬月額又は標準賞与額に係る記録を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間①の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特

例法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記

録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認めら

れる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬

月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額

を認定することになる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、Ｂ社（Ａ社の後継事業所）

が保管するＡ社に係る給与台帳において確認できる厚生年金保険料控除額

又は総支給額から、申立期間①のうち、平成 14年 10月から 15 年８月まで

は 19万円、同年９月及び同年 11月から 16年８月までの期間は 26万円、同

年９月は 24万円、同年 10月から 17年３月までは 26万円、同年４月及び同

年５月は 28 万円、同年６月は 26 万円、同年７月から 18 年８月までは 28

万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が、上記訂正後の標準報酬月額に見合う厚生年金保険料を納

付する義務を履行したか否かについては、事業主は、申立てに係る報酬月額

の届出を社会保険事務所（当時）に対し誤って提出し、また、当該申立てに

係る厚生年金保険料についても、過少な納付であったことを認めていること

から、これを履行していないと認められる。 

一方、申立期間①のうち、平成 15年 10月については、社会保険事務所で

記録されている標準報酬月額が、給与台帳に記載されている総支給額に見合

う標準報酬月額より高いことが確認できることから、当該期間は、特例法に

規定する未納保険料があった期間（同法により記録が訂正され、保険給付の

対象に算入される期間）とは認められないため、あっせんは行わない。 

２ 申立期間②から⑩までについて、申立人は、Ｂ社が保管するＡ社に係る給

与台帳により、当該期間において、申立事業所から賞与の支払いを受け、厚

生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立人の当該期間の標準賞与額については、給与台帳において確認

できる保険料控除額又は賞与額から、平成 15年７月 18日は 34万 2,000円、

同年 12月 19日は 37万 4,000円、16年７月 20日は 35万 1,000円、同年 12

月 20 日は 40 万 9,000 円、17 年７月 20 日は 35 万 2,000 円、同年 12 月 20

日は 42万円、18年７月 20日は 36万 1,000円、同年 12月 20日は 42万 6,000



円、19年７月 20日は 33万 3,000円とすることが妥当である。 

なお、申立期間②から⑩までの保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立人に係る賞与の届出を社会保険事務所に提出してお

らず、また、当該賞与に係る厚生年金保険料についても、納付していないこ

とを認めていることから、これを履行していないと認められる。 



広島厚生年金 事案 1297 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、

当該期間の標準報酬月額に係る記録を平成 14年 10月から 15年８月までは 30

万円、同年９月から 17年３月までは 32万円、同年４月は 34万円、同年５月

及び同年６月は 32万円、同年７月から 18 年４月までは 34万円、同年５月は

30万円、同年６月から同年８月までは 34 万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく申立人に係る当該期間

の厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）

を納付する義務を履行していないと認められる。 

申立人は、申立期間②から⑩までについて、その主張する標準賞与額（平成

15年７月 18日は 35万 8,000円、同年 12月 19日は 42万 1,000円、16年７月

20 日は 36 万 7,000 円、同年 12 月 20 日は 40 万 9,000 円、17 年７月 20 日は

36万 8,000円、同年 12月 20日は 44万 1,000円、18年７月 20日は 37万 6,000

円、同年 12月 20日は 43万 1,000円、19年７月 20日は 37万 6,000円）に基

づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められ

ることから、当該期間の標準賞与額に係る記録を平成 15年７月 18 日は 35万

8,000円、同年 12月 19日は 42万 1,000円、16年７月 20日は 36万 7,000円、

同年 12 月 20 日は 40 万 9,000 円、17 年７月 20 日は 36 万 8,000 円、同年 12

月 20 日は 44 万 1,000 円、18 年７月 20 日は 37 万 6,000 円、同年 12 月 20 日

は 43万 1,000円、19年７月 20 日は 37 万 6,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日 ： 昭和 28年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： ① 平成 14年 10月１日から 18年９月１日まで 

             ② 平成 15年７月 18日 

             ③ 平成 15年 12月 19日 

             ④ 平成 16年７月 20日 

             ⑤ 平成 16年 12月 20日 

             ⑥ 平成 17年７月 20日 

             ⑦ 平成 17年 12月 20日 



             ⑧ 平成 18年７月 20日 

             ⑨ 平成 18年 12月 20日 

             ⑩ 平成 19年７月 20日 

オンライン記録により厚生年金保険の加入状況を確認したところ、Ａ社に

勤務していた申立期間①の標準報酬月額が､実際の給与の総額に相当する標

準報酬月額よりも低く記録されている。 

また、同社に勤務していた期間のうち、申立期間②から⑩までの賞与厚生

年金保険料を控除されていたにもかかわらず、標準賞与額の記録が無い。 

申立期間①から⑩までの標準報酬月額又は標準賞与額に係る記録を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間①の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき

標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行

われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び

申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることか

ら、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することになる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、Ｂ社（Ａ社の後継事業所）

が保管するＡ社に係る給与台帳において確認できる厚生年金保険料控除額

又は総支給額から、平成 14年 10月から 15年８月までは 30万円、同年９月

から 17年３月までは 32万円、同年４月は 34万円、同年５月及び同年６月

は 32万円、同年７月から 18年４月までは 34万円、同年５月は 30万円、同

年６月から同年８月までは 34万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が、上記訂正後の標準報酬月額に見合う厚生年金保険料を納

付する義務を履行したか否かについては、事業主は、申立てに係る報酬月額

の届出を社会保険事務所（当時）に対し誤って提出し、また、当該申立てに

係る厚生年金保険料についても、過少な納付であったことを認めていること

から、これを履行していないと認められる。 

２ 申立期間②から⑩までについて、申立人は、Ｂ社が保管するＡ社に係る給

与台帳により、当該期間において、申立事業所から賞与の支払いを受け、厚

生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立人の当該期間の標準賞与額については、給与台帳において確認

できる保険料控除額又は賞与額から、平成 15年７月 18日は 35万 8,000円、

同年 12月 19日は 42万 1,000円、16年７月 20日は 36万 7,000円、同年 12

月 20 日は 40 万 9,000 円、17 年７月 20 日は 36 万 8,000 円、同年 12 月 20

日は 44万 1,000円、18年７月 20日は 37万 6,000円、同年 12月 20日は 43

万 1,000円、19年７月 20日は 37万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立期間②から⑩までの保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立人に係る賞与の届出を社会保険事務所に提出してお

らず、また、当該賞与に係る厚生年金保険料についても、納付していないこ

とを認めていることから、これを履行していないと認められる。 



広島厚生年金 事案 1298 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①から③までについて、その主張する標準賞与額（平成

18年７月 20日は３万円、同年 12月 20日は 42万円、19年７月 20日は 33万

4,000円）に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこ

とが認められることから、当該期間の標準賞与額に係る記録を平成 18 年７月

20日は３万円、同年 12月 20日は 42万円、19年７月 20日は 33万 4,000円と

することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： ① 平成 18年７月 20日 

             ② 平成 18年 12月 20日 

             ③ 平成 19年７月 20日              

オンライン記録により厚生年金保険の加入状況を確認したところ、Ａ社に

勤務していた期間のうち、申立期間①から③までの賞与から厚生年金保険料

を控除されていたにもかかわらず、標準賞与額の記録が無い。 

申立期間①から③までの標準賞与額に係る記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①から③までについて、申立人は、Ｂ社（Ａ社の後継事業所）が保

管するＡ社に係る給与台帳により、当該期間において、申立事業所から賞与の

支払いを受け、厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが

認められる。 

また、申立人の当該期間の標準賞与額については、給与台帳において確認で

きる保険料控除額又は賞与額から、平成 18 年７月 20日は３万円、同年 12月

20日は 42万円、19年７月 20日は 33万 4,000円とすることが妥当である。 

なお、申立期間①から③までの保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は、申立人に係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に提出し

ておらず、また、当該賞与に係る厚生年金保険料についても、納付していない

ことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 



広島厚生年金 事案 1299 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①から③までについて、その主張する標準賞与額（平成

18年７月 20日は３万円、同年 12月 20日は 34万 5,000円、19年７月 20日は

31 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこ

とが認められることから、当該期間の標準賞与額に係る記録を平成 18 年７月

20日は３万円、同年 12月 20日は 34万 5,000円、19年７月 20日は 31万円と

することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： ① 平成 18年７月 20日 

             ② 平成 18年 12月 20日 

             ③ 平成 19年７月 20日              

オンライン記録により厚生年金保険の加入状況を確認したところ、Ａ社に

勤務していた期間のうち、申立期間①から③までの賞与から厚生年金保険料

を控除されていたにもかかわらず、標準賞与額の記録が無い。 

申立期間①から③までの標準賞与額に係る記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①から③までについて、申立人は、Ｂ社（Ａ社の後継事業所）が保

管するＡ社に係る給与台帳により、当該期間において、申立事業所から賞与の

支払いを受け、厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが

認められる。 

また、申立人の当該期間の標準賞与額については、給与台帳において確認で

きる保険料控除額又は賞与額から、平成 18 年７月 20日は３万円、同年 12月

20日は 34万 5,000円、19年７月 20日は 31万円とすることが妥当である。 

なお、申立期間①から③までの保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は、申立人に係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に提出し

ておらず、また、当該賞与に係る厚生年金保険料についても、納付していない

ことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 



広島厚生年金 事案 1300 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①から③までについて、その主張する標準賞与額（平成

18年７月 20日は３万円、同年 12月 20日は 33万 6,000円、19年７月 20日は

29 万 1,000 円）に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されて

いたことが認められることから、当該期間の標準賞与額に係る記録を平成 18

年７月 20日は３万円、同年 12月 20日は 33万 6,000円、19年７月 20日は 29

万 1,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日 ： 昭和 29年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： ① 平成 18年７月 20日 

             ② 平成 18年 12月 20日 

             ③ 平成 19年７月 20日              

オンライン記録により厚生年金保険の加入状況を確認したところ、Ａ社に

勤務していた期間のうち、申立期間①から③までの賞与から厚生年金保険料

を控除されていたにもかかわらず、標準賞与額の記録が無い。 

申立期間①から③までの標準賞与額に係る記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①から③までについて、申立人は、Ｂ社（Ａ社の後継事業所）が保

管するＡ社に係る給与台帳により、当該期間において、申立事業所から賞与の

支払いを受け、厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが

認められる。 

また、申立人の当該期間の標準賞与額については、給与台帳において確認で

きる保険料控除額又は賞与額から、平成 18 年７月 20日は３万円、同年 12月

20日は 33万 6,000円、19年７月 20日は 29万 1,000円とすることが妥当であ

る。 

なお、申立期間①から③までの保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は、申立人に係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に提出し

ておらず、また、当該賞与に係る厚生年金保険料についても、納付していない

ことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 



広島厚生年金 事案 1301 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、

当該期間の標準報酬月額に係る記録を平成 16 年９月から 17 年３月までは 24

万円、同年４月から同年８月までは 26万円、同年９月及び同年 10月は 34万

円、同年 11月は 30万円、同年 12月は 36万円、18年１月は 32万円、同年２

月は 34 万円、同年３月及び同年４月は 36 万円、同年５月及び同年６月は 28

万円、同年７月は 32万円、同年８月は 34万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく申立人に係る当該期間

の厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）

を納付する義務を履行していないと認められる。 

申立人は、申立期間②から⑧までについて、その主張する標準賞与額（平成

16年７月 20日は 19万 8,000円、同年 12月 20日は 38万 2,000円、17年７月

20 日は 32 万 6,000 円、同年 12 月 20 日は 39 万 7,000 円、18 年７月 20 日は

32万 2,000円、同年 12月 20日は 41万円、19年７月 20日は 32万 6,000円）

に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該期間の標準賞与額に係る記録を平成 16 年７月 20 日は

19万 8,000円、同年 12月 20日は 38万 2,000円、17年７月 20日は 32万 6,000

円、同年 12月 20日は 39万 7,000円、18年７月 20日は 32万 2,000円、同年

12月 20日は 41万円、19年７月 20日は 32万 6,000円とすることが必要であ

る。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： ① 平成 16年９月１日から 18年９月１日まで 

             ② 平成 16年７月 20日 

             ③ 平成 16年 12月 20日 

             ④ 平成 17年７月 20日 

             ⑤ 平成 17年 12月 20日 

             ⑥ 平成 18年７月 20日 

             ⑦ 平成 18年 12月 20日 



             ⑧ 平成 19年７月 20日 

オンライン記録により厚生年金保険の加入状況を確認したところ、Ａ社に

勤務していた申立期間①の標準報酬月額が､実際の給与の総額に相当する標

準報酬月額よりも低く記録されている。 

また、同社に勤務していた期間のうち、申立期間②から⑧までの賞与から

厚生年金保険料を控除されていたにもかかわらず、標準賞与額の記録が無い。 

申立期間①から⑧までの標準報酬月額又は標準賞与額に係る記録を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間①の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき

標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行

われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び

申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることか

ら、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することになる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、Ｂ社（Ａ社の後継事業所）

が保管するＡ社に係る給与台帳において確認できる厚生年金保険料控除額

又は総支給額から、平成 16年９月から 17年３月までは 24万円、同年４月

から同年８月までは 26 万円、同年９月及び同年 10 月は 34 万円、同年 11

月は 30万円、同年 12 月は 36万円、18年１月は 32万円、同年２月は 34万

円、同年３月及び同年４月は 36万円、同年５月及び同年６月は 28万円、同

年７月は 32万円、同年８月は 34万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が、上記訂正後の標準報酬月額に見合う厚生年金保険料を納

付する義務を履行したか否かについては、事業主は、申立てに係る報酬月額

の届出を社会保険事務所（当時）に対し誤って提出し、また、当該申立てに

係る厚生年金保険料についても、過少な納付であったことを認めていること

から、これを履行していないと認められる。 

２ 申立期間②から⑧までについて、申立人は、Ｂ社が保管するＡ社に係る給

与台帳により、当該期間において、申立事業所から賞与の支払いを受け、厚

生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立人の当該期間の標準賞与額については、給与台帳において確認

できる保険料控除額又は賞与額から、平成 16年７月 20日は 19万 8,000円、

同年 12月 20日は 38万 2,000円、17年７月 20日は 32万 6,000円、同年 12

月 20 日は 39 万 7,000 円、18 年７月 20 日は 32 万 2,000 円、同年 12 月 20

日は 41万円、19年７月 20日は 32万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立期間②から⑧までの保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立人に係る賞与の届出を社会保険事務所に提出してお

らず、また、当該賞与に係る厚生年金保険料についても、納付していないこ

とを認めていることから、これを履行していないと認められる。 



広島厚生年金 事案 1302 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①に係る標準報酬月額の記録については、申立期間①のう

ち、平成 14年 10月から 15年８月までは 20 万円、同年９月、同年 11月及び

同年 12月は 24万円、16年２月は 22万円、同年３月及び同年４月は 24万円、

同年５月及び同年６月は 22万円、同年７月及び同年８月は 24万円、同年９月

から 17年３月までは 22万円、同年４月は 24万円、同年５月から同年７月ま

では 22万円、同年８月は 24万円、同年９月から 18年８月までは 22万円に訂

正することが必要である。 

なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく申立人に係る当該期間

の厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）

を納付する義務を履行していないと認められる。 

申立人は、申立期間②から⑩までについて、その主張する標準賞与額（平成

15 年７月 18 日は 30 万円、同年 12 月 19 日は 34 万円、16 年７月 20 日は 30

万 2,000円、同年 12月 20日は 34万円、17年７月 20日は 30万 5,000円、同

年 12 月 20 日は 33 万 7,000 円、18 年７月 20 日は 30 万 6,000 円、同年 12 月

20日は 35万 9,000円、19年７月 20日は 31万 3,000円）に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当該

期間の標準賞与額に係る記録を平成 15 年７月 18 日は 30 万円、同年 12 月 19

日は 34 万円、16 年７月 20 日は 30 万 2,000 円、同年 12 月 20 日は 34 万円、

17年７月 20日は 30万 5,000円、同年 12月 20日は 33万 7,000円、18年７月

20 日は 30 万 6,000 円、同年 12 月 20 日は 35 万 9,000 円、19 年７月 20 日は

31万 3,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日 ： 昭和 34年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： ① 平成 14年 10月１日から 18年９月１日まで 

             ② 平成 15年７月 18日 

             ③ 平成 15年 12月 19日 

             ④ 平成 16年７月 20日 

             ⑤ 平成 16年 12月 20日 

             ⑥ 平成 17年７月 20日 



             ⑦ 平成 17年 12月 20日 

             ⑧ 平成 18年７月 20日 

             ⑨ 平成 18年 12月 20日 

             ⑩ 平成 19年７月 20日 

オンライン記録により厚生年金保険の加入状況を確認したところ、Ａ社に

勤務していた申立期間①の標準報酬月額が､実際の給与の総額に相当する標

準報酬月額よりも低く記録されている。 

また、同社に勤務していた期間のうち、申立期間②から⑩までの賞与から

厚生年金保険料を控除されていたにもかかわらず、標準賞与額の記録が無い。 

申立期間①から⑩までの標準報酬月額又は標準賞与額に係る記録を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間①の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特

例法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記

録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認めら

れる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬

月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額

を認定することになる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、Ｂ社（Ａ社の後継事業所）

が保管するＡ社に係る給与台帳において確認できる厚生年金保険料控除額

又は総支給額から、申立期間①のうち、平成 14年 10月から 15 年８月まで

は 20万円、同年９月、同年 11月及び同年 12月は 24万円、16年２月は 22

万円、同年３月及び同年４月は 24 万円、同年５月及び同年６月は 22 万円、

同年７月及び同年８月は 24万円、同年９月から 17年３月までは 22万円、

同年４月は 24 万円、同年５月から同年７月までは 22 万円、同年８月は 24

万円、同年９月から 18年８月までは 22万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が、上記訂正後の標準報酬月額に見合う厚生年金保険料を納

付する義務を履行したか否かについては、事業主は、申立てに係る報酬月額

の届出を社会保険事務所（当時）に対し誤って提出し、また、当該申立てに

係る厚生年金保険料についても、過少な納付であったことを認めていること

から、これを履行していないと認められる。 

一方、申立期間①のうち、平成 15年 10月及び 16年 1月については、社

会保険事務所で記録されている標準報酬月額が、給与台帳に記載されている

総支給額に見合う標準報酬月額より高いことが確認できることから、当該期

間は、特例法に規定する未納保険料があった期間（同法により記録が訂正さ

れ、保険給付の対象に算入される期間）とは認められないため、あっせんは

行わない。 

２ 申立期間②から⑩までについて、申立人は、Ｂ社が保管するＡ社に係る給

与台帳により、当該期間において、申立事業所から賞与の支払いを受け、厚

生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 



また、申立人の当該期間の標準賞与額については、給与台帳において確認

できる保険料控除額又は賞与額から、平成 15年７月 18日は 30万円、同年

12月 19日は 34万円、16年７月 20日は 30万 2,000円、同年 12月 20日は

34 万円、17 年７月 20 日は 30 万 5,000 円、同年 12 月 20 日は 33 万 7,000

円、18年７月 20日は 30万 6,000円、同年 12月 20日は 35万 9,000円、19

年７月 20日は 31万 3,000円とすることが妥当である。 

なお、申立期間②から⑩までの保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立人に係る賞与の届出を社会保険事務所に提出してお

らず、また、当該賞与に係る厚生年金保険料についても、納付していないこ

とを認めていることから、これを履行していないと認められる。 



広島厚生年金 事案 1303 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①に係る標準報酬月額の記録については、申立期間①のう

ち、平成 17年４月から同年８月までは 17万円、同年 10月から同年 12月まで

は 30万円、18年１月は 26万円、同年３月、同年４月及び同年６月は 30万円、

同年７月は 28万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく申立人に係る当該期間

の厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）

を納付する義務を履行していないと認められる。 

申立人は、申立期間②から⑦までについて、その主張する標準賞与額（平成

16 年 12 月 20 日は 22 万 1,000 円、17 年７月 20 日は 30 万 5,000 円、同年 12

月 20 日は 34 万 4,000 円、18 年７月 20 日は 29 万 9,000 円、同年 12 月 20 日

は 35万 7,000円、19年７月 20日は 28万 7,000円）に基づく厚生年金保険料

を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当該期間

の標準賞与額に係る記録を平成 16 年 12 月 20 日は 22 万 1,000 円、17 年７月

20 日は 30 万 5,000 円、同年 12 月 20 日は 34 万 4,000 円、18 年７月 20 日は

29万 9,000円、同年 12月 20日は 35万 7,000円、19年７月 20日は 28万 7,000

円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： ① 平成 17年４月１日から 18年９月１日まで 

② 平成 16年 12月 20日 

③ 平成 17年７月 20日 

④ 平成 17年 12月 20日 

⑤ 平成 18年７月 20日 

⑥ 平成 18年 12月 20日 

⑦ 平成 19年７月 20日 

オンライン記録により厚生年金保険の加入状況を確認したところ、Ａ社に

勤務していた申立期間①の標準報酬月額が､実際の給与の総額に相当する標

準報酬月額よりも低く記録されている。 

また、同社に勤務していた期間のうち、申立期間②から⑦までの賞与から



厚生年金保険料を控除されていたにもかかわらず、標準賞与額の記録が無い。 

申立期間①から⑦までの標準報酬月額又は標準賞与額に係る記録を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間①の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特

例法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記

録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認めら

れる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬

月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額

を認定することになる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、Ｂ社（Ａ社の後継事業所）

が保管するＡ社に係る給与台帳において確認できる厚生年金保険料控除額

又は総支給額から、申立期間①のうち、平成 17 年４月から同年８月までは

17万円、同年 10月から同年 12月までは 30 万円、18年１月は 26 万円、同

年３月、同年４月及び同年６月は 30万円、同年７月は 28万円とすることが

妥当である。 

なお、事業主が、上記訂正後の標準報酬月額に見合う厚生年金保険料を納

付する義務を履行したか否かについては、事業主は、申立てに係る報酬月額

の届出を社会保険事務所（当時）に対し誤って提出し、また、当該申立てに

係る厚生年金保険料についても、過少な納付であったことを認めていること

から、これを履行していないと認められる。 

一方、申立期間①のうち、平成 17年９月、18年２月、同年５月及び同年

８月については、社会保険事務所で記録されている標準報酬月額が、給与台

帳に記載されている総支給額に見合う標準報酬月額より高いことが確認で

きることから、当該期間は、特例法に規定する未納保険料があった期間（同

法により記録が訂正され、保険給付の対象に算入される期間）とは認められ

ないため、あっせんは行わない。 

２ 申立期間②から⑦までについて、申立人は、Ｂ社が保管するＡ社に係る給

与台帳により、当該期間において、申立事業所から賞与の支払いを受け、厚

生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立人の当該期間の標準賞与額については、給与台帳において確認

できる保険料控除額又は賞与額から、平成 16 年 12 月 20 日は 22 万 1,000

円、17年７月 20日は 30万 5,000円、同年 12月 20日は 34万 4,000円、18

年７月 20日は 29万 9,000円、同年 12月 20日は 35万 7,000円、19年７月

20日は 28万 7,000円とすることが妥当である。 

なお、申立期間②から⑦までの保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立人に係る賞与の届出を社会保険事務所に提出してお

らず、また、当該賞与に係る厚生年金保険料についても、納付していないこ

とを認めていることから、これを履行していないと認められる。 

 



広島厚生年金 事案 1304 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、

当該期間の標準報酬月額に係る記録を平成 14年 10月から 15年８月までは 17

万円、同年９月から 16年８月までは 19万円、同年９月から同年 12月までは

20万円、17年１月は 19万円、同年２月及び同年３月は 20万円、同年４月か

ら 18年８月までは 22 万円、同年９月は 24万円、同年 10月及び同年 11月は

22万円、同年 12月は 24万円、19年１月及び同年２月は 22万円、同年３月か

ら同年９月までは 24万円、同年 10月から同年 12月までは 22万円に訂正する

ことが必要である。 

なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく申立人に係る当該期間

の厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）

を納付する義務を履行していないと認められる。 

申立人は、申立期間②から⑩までについて、その主張する標準賞与額（平成

15年７月 18日は 26万 2,000円、同年 12月 19日は 30万 2,000円、16年７月

20 日は 28 万 1,000 円、同年 12 月 20 日は 32 万 7,000 円、17 年７月 20 日は

27万 4,000円、同年 12月 20日は 33万 2,000円、18年７月 20日は 29万 3,000

円、同年 12月 20日は 34万 6,000円、19年７月 20日は 27万 4,000円）に基

づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められ

ることから、当該期間の標準賞与額に係る記録を平成 15年７月 18 日は 26万

2,000円、同年 12月 19日は 30万 2,000円、16年７月 20日は 28万 1,000円、

同年 12 月 20 日は 32 万 7,000 円、17 年７月 20 日は 27 万 4,000 円、同年 12

月 20 日は 33 万 2,000 円、18 年７月 20 日は 29 万 3,000 円、同年 12 月 20 日

は 34万 6,000円、19年７月 20 日は 27 万 4,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： ① 平成 14年 10月１日から 20年１月１日まで 



② 平成 15年７月 18日 

    ③ 平成 15年 12月 19日 

④ 平成 16年７月 20日 

⑤ 平成 16年 12月 20日 

⑥ 平成 17年７月 20日 

⑦ 平成 17年 12月 20日 

⑧ 平成 18年７月 20日 

⑨ 平成 18年 12月 20日 

⑩ 平成 19年７月 20日 

オンライン記録により厚生年金保険の加入状況を確認したところ、Ａ社に

勤務していた申立期間①の標準報酬月額が､実際の給与の総額に相当する標

準報酬月額よりも低く記録されている。 

また、同社に勤務していた期間のうち、申立期間②から⑩までの賞与から

厚生年金保険料を控除されていたにもかかわらず、標準賞与額の記録が無い。 

申立期間①から⑩までの標準報酬月額又は標準賞与額に係る記録を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間①の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき

標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行

われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び

申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることか

ら、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することになる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、Ｂ社（Ａ社の後継事業所）

が保管するＡ社に係る給与台帳において確認できる厚生年金保険料控除額

又は総支給額から、平成 14年 10月から 15年８月までは 17万円、同年９月

から 16 年８月までは 19 万円、同年９月から同年 12 月までは 20 万円、17

年１月は 19万円、同年２月及び同年３月は 20万円、同年４月から 18年８

月までは 22万円、同年９月は 24万円、同年 10月及び同年 11月は 22万円、

同年 12月は 24万円、19年１月及び同年２月は 22万円、同年３月から同年

９月までは 24万円、同年 10月から同年 12月までは 22万円とすることが妥

当である。 

なお、事業主が、上記訂正後の標準報酬月額に見合う厚生年金保険料を納

付する義務を履行したか否かについては、事業主は、申立てに係る報酬月額

の届出を社会保険事務所（当時）に対し誤って提出し、また、当該申立てに

係る厚生年金保険料についても、過少な納付であったことを認めていること

から、これを履行していないと認められる。 

２ 申立期間②から⑩までについて、申立人は、Ｂ社が保管するＡ社に係る給



与台帳により、当該期間において、申立事業所から賞与の支払いを受け、厚

生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立人の当該期間の標準賞与額については、給与台帳において確認

できる保険料控除額又は賞与額から、平成 15年７月 18日は 26万 2,000円、

同年 12月 19日は 30万 2,000円、16年７月 20日は 28万 1,000円、同年 12

月 20 日は 32 万 7,000 円、17 年７月 20 日は 27 万 4,000 円、同年 12 月 20

日は 33万 2,000円、18年７月 20日は 29万 3,000円、同年 12月 20日は 34

万 6,000円、19年７月 20日は 27万 4,000円とすることが妥当である。 

なお、申立期間②から⑩までの保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立人に係る賞与の届出を社会保険事務所に提出してお

らず、また、当該賞与に係る厚生年金保険料についても、納付していないこ

とを認めていることから、これを履行していないと認められる。 

 



広島厚生年金 事案 1305 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、

当該期間の標準報酬月額に係る記録を平成 16 年９月から 17 年３月までは 16

万円、同年４月は 17 万円、同年５月は 16 万円、同年６月から 18年８月まで

は 17万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく申立人に係る当該期間

の厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）

を納付する義務を履行していないと認められる。 

申立人は、申立期間②から⑨までについて、その主張する標準賞与額（平成

15 年 12 月 19 日は 13 万 7,000 円、16 年７月 20 日は 22 万 6,000 円、同年 12

月 20 日は 27 万 3,000 円、17 年７月 20 日は 22 万 6,000 円、同年 12 月 20 日

は 28 万 9,000 円、18 年７月 20 日は 24 万 3,000 円、同年 12 月 20 日は 29 万

8,000円、19年７月 20日は 24万 5,000円）に基づく厚生年金保険料を事業主

により賞与から控除されていたことが認められることから、当該期間の標準賞

与額に係る記録を平成 15年 12月 19日は 13万 7,000円、16年７月 20日は 22

万 6,000円、同年 12 月 20日は 27万 3,000 円、17年７月 20日は 22万 6,000

円、同年 12月 20日は 28万 9,000円、18年７月 20日は 24万 3,000円、同年

12月 20日は 29万 8,000円、19年７月 20日は 24万 5,000円とすることが必

要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日 ： 昭和 38年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： ① 平成 16年９月１日から 18年９月１日まで 

             ② 平成 15年 12月 19日 

             ③ 平成 16年７月 20日 

             ④ 平成 16年 12月 20日 

             ⑤ 平成 17年７月 20日 

             ⑥ 平成 17年 12月 20日 

             ⑦ 平成 18年７月 20日 

             ⑧ 平成 18年 12月 20日 



             ⑨ 平成 19年７月 20日 

オンライン記録により厚生年金保険の加入状況を確認したところ、Ａ社に

勤務していた申立期間①の標準報酬月額が､実際の給与の総額に相当する標

準報酬月額よりも低く記録されている。 

また、同社に勤務していた期間のうち、申立期間②から⑨までの賞与から

厚生年金保険料を控除されていたにもかかわらず、標準賞与額の記録が無い。 

申立期間①から⑨までの標準報酬月額又は標準賞与額に係る記録を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間①の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき

標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行

われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び

申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることか

ら、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することになる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、Ｂ社（Ａ社の後継事業所）

が保管するＡ社に係る給与台帳において確認できる厚生年金保険料控除額

又は総支給額から、平成 16年９月から 17年３月までは 16万円、同年４月

は 17万円、同年５月は 16万円、同年６月から 18年８月までは 17万円とす

ることが妥当である。 

なお、事業主が、上記訂正後の標準報酬月額に見合う厚生年金保険料を納

付する義務を履行したか否かについては、事業主は、申立てに係る報酬月額

の届出を社会保険事務所（当時）に対し誤って提出し、また、当該申立てに

係る厚生年金保険料についても、過少な納付であったことを認めていること

から、これを履行していないと認められる。 

２ 申立期間②から⑨までについて、申立人は、Ｂ社が保管するＡ社に係る給

与台帳により、当該期間において、申立事業所から賞与の支払いを受け、厚

生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立人の当該期間の標準賞与額については、給与台帳において確認

できる保険料控除額又は賞与額から、平成 15 年 12 月 19 日は 13 万 7,000

円、16年７月 20日は 22万 6,000円、同年 12月 20日は 27万 3,000円、17

年７月 20日は 22万 6,000円、同年 12月 20日は 28万 9,000円、18年７月

20日は 24万 3,000円、同年 12月 20日は 29万 8,000円、19年７月 20日は

24万 5,000円とすることが妥当である。 

なお、申立期間②から⑨までの保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立人に係る賞与の届出を社会保険事務所に提出してお

らず、また、当該賞与に係る厚生年金保険料についても、納付していないこ

とを認めていることから、これを履行していないと認められる。 



広島厚生年金 事案 1306 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①から③までについて、その主張する標準賞与額（平成

18年７月 20日は３万円、同年 12月 20日は 34万 5,000円、19年７月 20日は

34 万 6,000 円）に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されて

いたことが認められることから、当該期間の標準賞与額に係る記録を平成 18

年７月 20日は３万円、同年 12月 20日は 34万 5,000円、19年７月 20日は 34

万 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： ① 平成 18年７月 20日 

② 平成 18年 12月 20日 

③ 平成 19年７月 20日 

オンライン記録により厚生年金保険の加入状況を確認したところ、Ａ社に

勤務していた期間のうち、申立期間①から③までの賞与から厚生年金保険料

を控除されていたにもかかわらず、標準賞与額の記録が無い。 

申立期間①から③までの標準賞与額に係る記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①から③までについて、申立人は、Ｂ社（Ａ社の後継事業所）が保

管するＡ社に係る給与台帳により、当該期間において、申立事業所から賞与の

支払いを受け、厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが

認められる。 

また、申立人の当該期間の標準賞与額については、給与台帳において確認で

きる保険料控除額又は賞与額から、平成 18 年７月 20日は３万円、同年 12月

20日は 34万 5,000円、19年７月 20日は 34万 6,000円とすることが妥当であ

る。 

なお、申立期間①から③までの保険料の事業主による納付義務の履行につい



ては、事業主は、申立人に係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に提出し

ておらず、また、当該賞与に係る厚生年金保険料についても、納付していない

ことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 

 



広島厚生年金 事案 1307 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①について、その主張する標準報酬月額（30 万円）に

基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認めら

れることから、申立期間①の標準報酬月額に係る記録を 30 万円に訂正するこ

とが必要である。 

なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく申立人に係る当該期間

の厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）

を納付する義務を履行していないと認められる。 

申立人は、申立期間②から⑦までについて、その主張する標準賞与額（平成

16 年 12 月 20 日は 21 万 7,000 円、17 年７月 20 日は 29 万 6,000 円、同年 12

月 20 日は 39 万 7,000 円、18 年７月 20 日は 32 万 7,000 円、同年 12 月 20 日

は 41万 7,000円、19年７月 20日は 32万 8,000円）に基づく厚生年金保険料

を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当該期間

の標準賞与額に係る記録を平成 16 年 12 月 20 日は 21 万 7,000 円、17 年７月

20 日は 29 万 6,000 円、同年 12 月 20 日は 39 万 7,000 円、18 年７月 20 日は

32万 7,000円、同年 12月 20日は 41万 7,000円、19年７月 20日は 32万 8,000

円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： ① 平成 17年９月１日から 18年９月１日まで 

② 平成 16年 12月 20日 

③ 平成 17年７月 20日 

④ 平成 17年 12月 20日 

⑤ 平成 18年７月 20日 

⑥ 平成 18年 12月 20日 

⑦ 平成 19年７月 20日 

オンライン記録により厚生年金保険の加入状況を確認したところ、Ａ社に



勤務していた申立期間①の標準報酬月額が､実際の給与の総額に相当する標

準報酬月額よりも低く記録されている。 

また、同社に勤務していた期間のうち、申立期間②から⑦までの賞与から

厚生年金保険料を控除されていたにもかかわらず、標準賞与額の記録が無い。 

申立期間①から⑦までの標準報酬月額又は標準賞与額に係る記録を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間①の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき

標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行

われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び

申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることか

ら、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することになる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、Ｂ社（Ａ社の後継事業所）

が保管するＡ社に係る給与台帳において確認できる厚生年金保険料控除額

又は総支給額から、その主張する標準報酬月額（30 万円）に基づく厚生年

金保険料を事業主から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務を履行したか

否かについては、事業主は、申立てに係る報酬月額の届出を社会保険事務所

（当時）に対し誤って提出し、また、当該申立てに係る厚生年金保険料につ

いても、過少な納付であったことを認めていることから、これを履行してい

ないと認められる。 

２ 申立期間②から⑦までについて、申立人は、Ｂ社が保管するＡ社に係る給

与台帳により、当該期間において、申立事業所から賞与の支払いを受け、厚

生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立人の当該期間の標準賞与額については、給与台帳において確認

できる保険料控除額又は賞与額から、平成 16 年 12 月 20 日は 21 万 7,000

円、17年７月 20日は 29万 6,000円、同年 12月 20日は 39万 7,000円、18

年７月 20日は 32万 7,000円、同年 12月 20日は 41万 7,000円、19年７月

20日は 32万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立期間②から⑦までの保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立人に係る賞与の届出を社会保険事務所に提出してお

らず、また、当該賞与に係る厚生年金保険料についても、納付していないこ

とを認めていることから、これを履行していないと認められる。 



広島厚生年金 事案 1308 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、

当該期間の標準報酬月額に係る記録を平成 14年 10月から 15年８月までは 20

万円、同年９月から 16 年９月までは 24 万円、同年 10 月は 22 万円、同年 11

月から 17年３月までは 24万円、同年４月は 26万円、同年５月は 24万円、同

年６月から同年８月までは 26万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく申立人に係る当該期間

の厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）

を納付する義務を履行していないと認められる。 

申立人は、申立期間②から⑩までについて、その主張する標準賞与額（平成

15年７月 18日は 29万 8,000円、同年 12月 19日は 34万 4,000円、16年７月

20 日は 30 万 6,000 円、同年 12 月 20 日は 35 万 9,000 円、17 年７月 20 日は

28万 1,000円、同年 12月 20日は 34万 7,000円、18年７月 20日は 30万 5,000

円、同年 12月 20日は 37万 4,000円、19年７月 20日は 30万 7,000円）に基

づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められ

ることから、当該期間の標準賞与額に係る記録を平成 15年７月 18 日は 29万

8,000円、同年 12月 19日は 34万 4,000円、16年７月 20日は 30万 6,000円、

同年 12 月 20 日は 35 万 9,000 円、17 年７月 20 日は 28 万 1,000 円、同年 12

月 20 日は 34 万 7,000 円、18 年７月 20 日は 30 万 5,000 円、同年 12 月 20 日

は 37万 4,000円、19年７月 20 日は 30 万 7,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： ① 平成 14年 10月１日から 17年９月１日まで 

             ② 平成 15年７月 18日 

             ③ 平成 15年 12月 19日 

             ④ 平成 16年７月 20日 

             ⑤ 平成 16年 12月 20日 

             ⑥ 平成 17年７月 20日 

             ⑦ 平成 17年 12月 20日 



             ⑧ 平成 18年７月 20日 

             ⑨ 平成 18年 12月 20日 

             ⑩ 平成 19年７月 20日 

オンライン記録により厚生年金保険の加入状況を確認したところ、Ａ社に

勤務していた申立期間①の標準報酬月額が､実際の給与の総額に相当する標

準報酬月額よりも低く記録されている。 

また、同社に勤務していた期間のうち、申立期間②から⑩までの賞与から

厚生年金保険料を控除されていたにもかかわらず、標準賞与額の記録が無い。 

申立期間①から⑩までの標準報酬月額又は標準賞与額に係る記録を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間①の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき

標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行

われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び

申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることか

ら、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することになる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、Ｂ社（Ａ社の後継事業所）

が保管するＡ社に係る給与台帳において確認できる厚生年金保険料控除額

又は総支給額から、平成 14年 10月から 15年８月までは 20万円、同年９月

から 16年９月までは 24万円、同年 10月は 22万円、同年 11月から 17年３

月までは 24万円、同年４月は 26万円、同年５月は 24万円、同年６月から

同年８月までは 26万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が、上記訂正後の標準報酬月額に見合う厚生年金保険料を納

付する義務を履行したか否かについては、事業主は、申立てに係る報酬月額

の届出を社会保険事務所（当時）に対し誤って提出し、また、当該申立てに

係る厚生年金保険料についても、過少な納付であったことを認めていること

から、これを履行していないと認められる。 

２ 申立期間②から⑩までについて、申立人は、Ｂ社が保管するＡ社に係る給

与台帳により、当該期間において、申立事業所から賞与の支払いを受け、厚

生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立人の当該期間の標準賞与額については、給与台帳において確認

できる保険料控除額又は賞与額から、平成 15年７月 18日は 29万 8,000円、

同年 12月 19日は 34万 4,000円、16年７月 20日は 30万 6,000円、同年 12

月 20 日は 35 万 9,000 円、17 年７月 20 日は 28 万 1,000 円、同年 12 月 20

日は 34万 7,000円、18年７月 20日は 30万 5,000円、同年 12月 20日は 37

万 4,000円、19年７月 20日は 30万 7,000円とすることが妥当である。 

なお、申立期間②から⑩までの保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立人に係る賞与の届出を社会保険事務所に提出してお

らず、また、当該賞与に係る厚生年金保険料についても、納付していないこ

とを認めていることから、これを履行していないと認められる。 



広島厚生年金 事案 1309 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①に係る標準報酬月額の記録については、申立期間①のう

ち、平成 14年 10月から同年 12月までの期間、15年２月から同年４月までの

期間、同年６月から同年 12月までの期間及び 16年２月から 17年３月までの

期間は 24 万円、同年４月から同年８月までは 26 万円、同年９月から同年 12

月までの期間及び 18 年２月から同年４月までの期間は 28 万円、同年５月は

24万円、同年６月から同年８月までは 28 万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく申立人に係る当該期間

の厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）

を納付する義務を履行していないと認められる。 

申立人は、申立期間②から⑩までについて、その主張する標準賞与額（平成

15年７月 18日は 32万 2,000円、同年 12月 19日は 37万 9,000円、16年７月

20日は 31万 3,000円、同年 12月 20日は 39万円、17年７月 20日は 33万 3,000

円、同年 12月 20日は 40万 1,000円、18年７月 20日は 31万 3,000円、同年

12月 20日は 42万 3,000円、19年７月 20日は 33万 5,000円）に基づく厚生

年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、当該期間の標準賞与額に係る記録を平成 15年７月 18日は 32万 2,000円、

同年 12 月 19 日は 37 万 9,000 円、16 年７月 20 日は 31 万 3,000 円、同年 12

月 20日は 39万円、17年７月 20日は 33万 3,000円、同年 12月 20日は 40万

1,000円、18年７月 20日は 31万 3,000円、同年 12月 20日は 42万 3,000円、

19年７月 20日は 33万 5,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： ① 平成 14年 10月１日から 18年９月１日まで 

             ② 平成 15年７月 18日 

             ③ 平成 15年 12月 19日 

             ④ 平成 16年７月 20日 

             ⑤ 平成 16年 12月 20日 

             ⑥ 平成 17年７月 20日 

             ⑦ 平成 17年 12月 20日 



             ⑧ 平成 18年７月 20日 

             ⑨ 平成 18年 12月 20日 

             ⑩ 平成 19年７月 20日 

オンライン記録により厚生年金保険の加入状況を確認したところ、Ａ社に

勤務していた申立期間①の標準報酬月額が､実際の給与の総額に相当する標

準報酬月額よりも低く記録されている。 

また、同社に勤務していた期間のうち、申立期間②から⑩までの賞与から

厚生年金保険料を控除されていたにもかかわらず、標準賞与額の記録が無い。 

申立期間①から⑩までの標準報酬月額又は標準賞与額に係る記録を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間①の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特

例法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記

録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認めら

れる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬

月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額

を認定することになる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、Ｂ社（Ａ社の後継事業所）

が保管するＡ社に係る給与台帳において確認できる厚生年金保険料控除額

又は総支給額から、申立期間①のうち、平成 14年 10月から同年 12月まで

の期間、15年２月から同年４月までの期間、同年６月から同年 12月までの

期間及び 16年２月から 17年３月までの期間は 24万円、同年４月から同年

８月までは 26万円、同年９月から同年 12 月までの期間及び 18 年２月から

同年４月までの期間は 28万円、同年５月は 24万円、同年６月から同年８月

までは 28万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が、上記訂正後の標準報酬月額に見合う厚生年金保険料を納

付する義務を履行したか否かについては、事業主は、申立てに係る報酬月額

の届出を社会保険事務所（当時）に対し誤って提出し、また、当該申立てに

係る厚生年金保険料についても、過少な納付であったことを認めていること

から、これを履行していないと認められる。 

一方、申立期間①のうち、平成 15 年 1 月、同年５月、16 年１月及び 18

年１月については、社会保険事務所で記録されている標準報酬月額が、給与

台帳に記載されている総支給額に見合う標準報酬月額より高いことが確認

できることから、当該期間は、特例法に規定する未納保険料があった期間（同

法により記録が訂正され、保険給付の対象に算入される期間）とは認められ

ないため、あっせんは行わない。 

２ 申立期間②から⑩までについて、申立人は、Ｂ社が保管するＡ社に係る給

与台帳により、当該期間において、申立事業所から賞与の支払いを受け、厚

生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立人の当該期間の標準賞与額については、給与台帳において確認



できる保険料控除額又は賞与額から、平成 15年７月 18日は 32万 2,000円、

同年 12月 19日は 37万 9,000円、16年７月 20日は 31万 3,000円、同年 12

月 20日は 39万円、17年７月 20日は 33万 3,000円、同年 12月 20日は 40

万 1,000円、18年７月 20日は 31万 3,000円、同年 12月 20日は 42万 3,000

円、19年７月 20日は 33万 5,000円とすることが妥当である。 

なお、申立期間②から⑩までの保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立人に係る賞与の届出を社会保険事務所に提出してお

らず、また、当該賞与に係る厚生年金保険料についても、納付していないこ

とを認めていることから、これを履行していないと認められる。 



広島厚生年金 事案 1310 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、

当該期間の標準報酬月額に係る記録を平成 16 年９月から 17 年３月までは 26

万円、同年４月から同年８月までは 28万円、同年９月は 30万円、同年 10月

から同年 12月までは 32万円、18年１月は 30万円、同年２月から同年８月ま

では 32万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく申立人に係る当該期間

の厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）

を納付する義務を履行していないと認められる。 

申立人は、申立期間②から⑧までについて、その主張する標準賞与額（平成

16年７月 20日は 19 万円、同年 12月 20日は 40万 1,000円、17 年７月 20日

は 32 万 7,000 円、同年 12 月 20 日は 41 万 6,000 円、18 年７月 20 日は 34 万

4,000円、同年 12月 20日は 45万 6,000円、19年７月 20日は 35万 2,000円）

に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該期間の標準賞与額に係る記録を平成 16 年７月 20 日は

19万円、同年 12月 20日は 40万 1,000円、17年７月 20日は 32万 7,000円、

同年 12 月 20 日は 41 万 6,000 円、18 年７月 20 日は 34 万 4,000 円、同年 12

月 20 日は 45 万 6,000 円、19 年７月 20 日は 35 万 2,000 円とすることが必要

である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日 ： 昭和 30年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： ① 平成 16年９月１日から 18年９月１日まで 

             ② 平成 16年７月 20日 

             ③ 平成 16年 12月 20日 

             ④ 平成 17年７月 20日 

             ⑤ 平成 17年 12月 20日 

             ⑥ 平成 18年７月 20日 

             ⑦ 平成 18年 12月 20日 

             ⑧ 平成 19年７月 20日 



オンライン記録により厚生年金保険の加入状況を確認したところ、Ａ社に

勤務していた申立期間①の標準報酬月額が､実際の給与の総額に相当する標

準報酬月額よりも低く記録されている。 

また、同社に勤務していた期間のうち、申立期間②から⑧までの賞与から

厚生年金保険料を控除されていたにもかかわらず、標準賞与額の記録が無い。 

申立期間①から⑧までの標準報酬月額又は標準賞与額に係る記録を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間①の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき

標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行

われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び

申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることか

ら、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することになる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、Ｂ社（Ａ社の後継事業所）

が保管するＡ社に係る給与台帳において確認できる厚生年金保険料控除額

又は総支給額から、平成 16年９月から 17年３月までは 26万円、同年４月

から同年８月までは 28 万円、同年９月は 30 万円、同年 10 月から同年 12

月までは 32万円、18年１月は 30万円、同年２月から同年８月までは 32万

円とすることが妥当である。 

なお、事業主が、上記訂正後の標準報酬月額に見合う厚生年金保険料を納

付する義務を履行したか否かについては、事業主は、申立てに係る報酬月額

の届出を社会保険事務所（当時）に対し誤って提出し、また、当該申立てに

係る厚生年金保険料についても、過少な納付であったことを認めていること

から、これを履行していないと認められる。 

２ 申立期間②から⑧までについて、申立人は、Ｂ社が保管するＡ社に係る給

与台帳により、当該期間において、申立事業所から賞与の支払いを受け、厚

生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立人の当該期間の標準賞与額については、給与台帳において確認

できる保険料控除額又は賞与額から、平成 16年７月 20日は 19万円、同年

12 月 20 日は 40 万 1,000 円、17 年７月 20 日は 32 万 7,000 円、同年 12 月

20日は 41万 6,000円、18年７月 20日は 34万 4,000円、同年 12月 20日は

45万 6,000円、19年７月 20日は 35万 2,000円とすることが妥当である。 

なお、申立期間②から⑧までの保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立人に係る賞与の届出を社会保険事務所に提出してお

らず、また、当該賞与に係る厚生年金保険料についても、納付していないこ

とを認めていることから、これを履行していないと認められる。 



広島厚生年金 事案 1311 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、

当該期間の標準報酬月額に係る記録を平成 17年９月は 22万円、同年 10月か

ら同年 12月までは 24万円、18年１月及び同年２月は 22万円、同年３月から

同年８月までは 24万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく申立人に係る当該期間

の厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）

を納付する義務を履行していないと認められる。 

申立人は、申立期間②から⑧までについて、その主張する標準賞与額（平成

16年７月 20日は 12万 3,000円、同年 12月 20日は 30万 3,000円、17年７月

20 日は 26 万 6,000 円、同年 12 月 20 日は 34 万 6,000 円、18 年７月 20 日は

28万 6,000円、同年 12月 20日は 37万 3,000円、19年７月 20日は 30万 3,000

円）に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認

められることから、当該期間の標準賞与額に係る記録を平成 16年７月 20日は

12万 3,000円、同年 12月 20日は 30万 3,000円、17年７月 20日は 26万 6,000

円、同年 12月 20日は 34万 6,000円、18年７月 20日は 28万 6,000円、同年

12月 20日は 37万 3,000円、19年７月 20日は 30万 3,000円とすることが必

要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： ① 平成 17年９月１日から 18年９月１日まで 

             ② 平成 16年７月 20日 

             ③ 平成 16年 12月 20日 

             ④ 平成 17年７月 20日 

             ⑤ 平成 17年 12月 20日 

             ⑥ 平成 18年７月 20日 

             ⑦ 平成 18年 12月 20日 

             ⑧ 平成 19年７月 20日 

オンライン記録により厚生年金保険の加入状況を確認したところ、Ａ社に



勤務していた申立期間①の標準報酬月額が､実際の給与の総額に相当する標

準報酬月額よりも低く記録されている。 

また、同社に勤務していた期間のうち、申立期間②から⑧までの賞与から

厚生年金保険料を控除されていたにもかかわらず、標準賞与額の記録が無い。 

申立期間①から⑧までの標準報酬月額又は標準賞与額に係る記録を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間①の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき

標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行

われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び

申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることか

ら、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することになる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、Ｂ社（Ａ社の後継事業所）

が保管するＡ社に係る給与台帳において確認できる厚生年金保険料控除額

又は総支給額から、平成 17年９月は 22万円、同年 10月から同年 12月まで

は 24 万円、18 年１月及び同年２月は 22 万円、同年３月から同年８月まで

は 24万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が、上記訂正後の標準報酬月額に見合う厚生年金保険料を納

付する義務を履行したか否かについては、事業主は、申立てに係る報酬月額

の届出を社会保険事務所（当時）に対し誤って提出し、また、当該申立てに

係る厚生年金保険料についても、過少な納付であったことを認めていること

から、これを履行していないと認められる。 

２ 申立期間②から⑧までについて、申立人は、Ｂ社が保管するＡ社に係る給

与台帳により、当該期間において、申立事業所から賞与の支払いを受け、厚

生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立人の当該期間の標準賞与額については、給与台帳において確認

できる保険料控除額又は賞与額から、平成 16年７月 20日は 12万 3,000円、

同年 12月 20日は 30万 3,000円、17年７月 20日は 26万 6,000円、同年 12

月 20 日は 34 万 6,000 円、18 年７月 20 日は 28 万 6,000 円、同年 12 月 20

日は 37万 3,000円、19年７月 20日は 30万 3,000円とすることが妥当であ

る。 

なお、申立期間②から⑧までの保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立人に係る賞与の届出を社会保険事務所に提出してお

らず、また、当該賞与に係る厚生年金保険料についても、納付していないこ

とを認めていることから、これを履行していないと認められる。 



広島厚生年金 事案 1312 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①に係る標準報酬月額の記録については、申立期間①のう

ち、平成 14年 10月は 26万円、同年 11月から 15年４月までは 28万円、同年

５月は 26万円、同年６月から 16年 12月までの期間、17年２月及び同年３月

は 28万円、同年４月及び同年６月から同年８月までの期間は 30万円、同年９

月から 18年１月までは 28万円、同年２月は 24万円、同年３月から同年５月

までは 28万円、同年６月は 24万円、同年７月及び同年８月は 28万円に訂正

することが必要である。 

なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく申立人に係る当該期間

の厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）

を納付する義務を履行していないと認められる。 

申立人は、申立期間②から⑩までについて、その主張する標準賞与額（平成

15年７月 18日は 34 万 8,000円、同年 12 月 19日は 42万円、16年７月 20日

は 35 万 7,000 円、同年 12 月 20 日は 43 万 6,000 円、17 年７月 20 日は 34 万

円、同年 12月 20日は 43万 9,000円、18年７月 20日は 33万 3,000円、同年

12月 20日は 43万 3,000円、19年７月 20日は 34万 5,000円）に基づく厚生

年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、当該期間の標準賞与額に係る記録を平成 15年７月 18日は 34万 8,000円、

同年 12月 19日は 42万円、16年７月 20日は 35万 7,000円、同年 12月 20日

は 43 万 6,000 円、17 年７月 20 日は 34 万円、同年 12 月 20 日は 43 万 9,000

円、18 年７月 20 日は 33 万 3,000 円、同年 12 月 20 日は 43 万 3,000 円、19

年７月 20日は 34万 5,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日 ： 昭和 42年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： ① 平成 14年 10月１日から 18年９月１日まで 

             ② 平成 15年７月 18日 

             ③ 平成 15年 12月 19日 

             ④ 平成 16年７月 20日 

             ⑤ 平成 16年 12月 20日 

             ⑥ 平成 17年７月 20日 



             ⑦ 平成 17年 12月 20日 

             ⑧ 平成 18年７月 20日 

             ⑨ 平成 18年 12月 20日 

             ⑩ 平成 19年７月 20日 

オンライン記録により厚生年金保険の加入状況を確認したところ、Ａ社に

勤務していた申立期間①の標準報酬月額が､実際の給与の総額に相当する標

準報酬月額よりも低く記録されている。 

また、同社に勤務していた期間のうち、申立期間②から⑩までの賞与から

厚生年金保険料を控除されていたにもかかわらず、標準賞与額の記録が無い。 

申立期間①から⑩までの標準報酬月額又は標準賞与額に係る記録を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間①の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特

例法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記

録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認めら

れる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬

月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額

を認定することになる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、Ｂ社（Ａ社の後継事業所）

が保管するＡ社に係る給与台帳において確認できる厚生年金保険料控除額

又は総支給額から、申立期間①のうち、平成 14年 10月は 26万円、同年 11

月から 15 年４月までは 28 万円、同年５月は 26 万円、同年６月から 16 年

12月までの期間、17年２月及び同年３月は 28万円、同年４月及び同年６月

から同年８月までの期間は 30万円、同年９月から 18年１月までは 28万円、

同年２月は 24 万円、同年３月から同年５月までは 28 万円、同年６月は 24

万円、同年７月及び同年８月は 28万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が、上記訂正後の標準報酬月額に見合う厚生年金保険料を納

付する義務を履行したか否かについては、事業主は、申立てに係る報酬月額

の届出を社会保険事務所（当時）に対し誤って提出し、また、当該申立てに

係る厚生年金保険料についても、過少な納付であったことを認めていること

から、これを履行していないと認められる。 

一方、申立期間①のうち、平成 17 年１月及び同年５月については、社会

保険事務所で記録されている標準報酬月額が、給与台帳に記載されている総

支給額に見合う標準報酬月額より高いことが確認できることから、当該期間

は、特例法に規定する未納保険料があった期間（同法により記録が訂正され、

保険給付の対象に算入される期間）とは認められないため、あっせんは行わ

ない。 

２ 申立期間②から⑩までについて、申立人は、Ｂ社が保管するＡ社に係る給

与台帳により、当該期間において、申立事業所から賞与の支払いを受け、厚

生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 



また、申立人の当該期間の標準賞与額については、給与台帳において確認

できる保険料控除額又は賞与額から、平成 15年７月 18日は 34万 8,000円、

同年 12月 19日は 42 万円、16年７月 20日は 35万 7,000円、同年 12月 20

日は 43万 6,000円、17年７月 20日は 34万円、同年 12月 20日は 43万 9,000

円、18年７月 20日は 33万 3,000円、同年 12月 20日は 43万 3,000円、19

年７月 20日は 34万 5,000円とすることが妥当である。 

なお、申立期間②から⑩までの保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立人に係る賞与の届出を社会保険事務所に提出してお

らず、また、当該賞与に係る厚生年金保険料についても、納付していないこ

とを認めていることから、これを履行していないと認められる。 

 



広島厚生年金 事案 1313 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

昭和 27年３月 11日に、資格喪失日に係る記録を 29年５月１日に訂正し、申

立期間の標準報酬月額を 8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

               

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： 昭和 27年３月 11日から 29年５月１日まで 

    私は、昭和 27年３月に、それまで勤めた事業所を退職後、Ａ社Ｂ支店に

助手として入社し、28年５月に運転免許を取得した後は、運転手として 29

年４月末まで勤務した。同僚の運転手は、厚生年金保険の記録が有るのに、

自分には無いことに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

    申立人の同僚の供述並びに申立期間当時の申立事業所の従業員及び業務内

容、入退職時期に関する申立人の申立内容から、申立人が申立期間において申

立事業所に勤務していたことが認められる。 

また、申立期間に申立事業所に勤務し、申立人と同様の業務に従事していた

と回答した同僚には、厚生年金保険の被保険者としての記録が確認できる。 

さらに、申立人及び同僚が証言した当時の申立事業所の従業員数と社会保険

事務所（当時）の記録上の厚生年金保険被保険者数がおおむね一致するため、

当時、申立事業所においては、ほぼすべての従業員が厚生年金保険に加入して

いたと考えられる。 

加えて、申立人は、昭和 28 年５月に運転免許を取得するまでは助手だった

としているところ、同僚２人の厚生年金保険の被保険者資格取得日は、自身が

助手として入社した時期と一致しており、当該同僚は「助手と運転手の雇用形

態に明確な区別は無かった。」と供述している。 

     これらを総合的に判断すると、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ



り給与から控除されていたことが認められる。 

     また、申立期間の標準報酬月額については、上記同僚の標準報酬月額から、

8,000円とすることが妥当である。 

     なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、申立

期間の被保険者名簿の整理番号に欠番が見当たらないことから、申立人に係る

社会保険事務所の記録が失われたことは考えられない上、資格の取得及び喪失

のいずれの機会においても社会保険事務所が申立人に係る記録の処理を誤る

ことは考え難いことから、事業主から当該社会保険事務所へ資格の取得及び喪

失等に係る届出が行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係

る昭和27年３月から29年４月までの保険料について納入の告知を行っておら

ず、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認め

られる。 



広島厚生年金 事案 1314 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 43年９月１日から 44年５月１日までの期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を同年５月１日

に訂正し、標準報酬月額を３万 6,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

        生 年  月 日  ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： 昭和 43年９月１日から 45年 12月 28日まで 

    私は、年金手帳を入社した時に総務担当者に渡し、退職時には返してもら

うとともに、給与明細書ではいろいろ控除されていた記憶があるにもかかわ

らず、Ａ社での厚生年金保険の被保険者資格喪失日が昭和 43 年９月１日と

され、その後に勤務したＢ社での厚生年金保険の記録が無い。私は、Ａ社で

勤務していた同僚に誘われ、昭和 44 年４月ごろ、一緒にＢ社に転職した。

その期日は正確には覚えていないが、申立期間に厚生年金保険の記録が無い

ことに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間のうち、申立人がＡ社に勤務していたとする期間については、申

立人は、申立事業所の厚生年金保険被保険者名簿の記録では、昭和 43 年８

月１日に被保険者資格を取得し、同年９月１日に資格を喪失しており、申立

期間の被保険者記録が無い。 

しかし、事業所名は不明だが被保険者となった日が昭和 43 年５月 28 日、

離職年月日が 44年４月 30日の申立人の雇用保険の加入記録が確認でき、当

該記録は、申立事業所に係る雇用保険の加入記録であると考えるのが自然で

あることから、申立人は、43年５月 28日から 44年４月 30日まで申立事業

所に継続して勤務していたことが推認できる。また、43 年 12 月 28 日の撮

影日がある申立事業所在籍時の忘年会写真を申立人が所持していること、同

年９月１日から 44 年３月８日まで申立事業所の加入記録がある同僚から、

「申立人の申立期間に係る具体的な在職期間は不明だが、私より先に入社し、

私より後まで在籍していたと思う。」と回答があることから、申立人は、少

なくとも、同年３月８日までは、申立事業所に勤務していたことが推認でき



る上、申立人が、Ｂ社への転職を誘われ一緒に転職したとする同じ職種の同

僚の申立事業所での加入記録が、43年８月１日から 44年５月１日であるこ

とを踏まえると、申立人は、申立事業所に同年４月 30 日まで在籍していた

と考えるのが自然である。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は、申立期間のうち、昭和 43年９月から 44年４月までの厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

    また、標準報酬月額については、申立事業所における申立人の昭和 43 年

８月の標準報酬月額から３万 6,000円とすることが妥当である。 

    なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主の届出(納付）状況についての確認が取れず、ほかにこれを確認できる

関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所（当

時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺

事情が無いことから、行ったとは認められない。 

２ 一方、申立期間のうち、申立人がＢ社に勤務していたとする期間について

は、商業登記の記録から、申立事業所と同じ社名の事業所が申立人の記憶す

る所在地（Ｃ県Ｄ区）内に存在していることが確認できるが、当該事業所は、

申立期間において、厚生年金保険の適用事業所にはなっておらず、昭和 45

年８月７日にＥ社に商号変更した後の61年２月15日に適用事業所になって

おり、申立期間においては適用事業所ではない上、申立事業所に係る申立人

の雇用保険の記録も無い。 

また、オンライン記録上、Ｃ県内において、申立事業所と同じ社名の適用

事業所が３社存在しているが、いずれの事業所も申立期間は適用事業所とな

っておらず、当該事業所のオンライン記録に申立人の名前は見当たらない。 

さらに、申立人が、申立事業所に一緒に転職したとする同じ職種の同僚は、

申立期間中の昭和 44 年５月１日に国民年金の強制被保険者として資格取得

し、48年６月 16日に資格喪失しており、申立人が申立事業所に勤務してい

たとする期間に係る厚生年金保険被保険者の加入記録は無い。 

このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除をうかがわせ

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立人が申立事業所に勤務していた

とする期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

と認めることはできない。 

 

 



広島国民年金 事案 873 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成９年８月から同年９月までの期間及び 13 年１月から同年４月

までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはで

きない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年  月 日 ： 昭和 49年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立  期 間 ： ① 平成９年８月から同年９月まで 

② 平成 13年１月から同年４月まで 

私は、20 歳の時から、母に国民年金の加入手続や国民年金保険料の納付

をしてもらっており、申立期間①は会社を退職してＡ地からＢ県の実家に転

居した時期で、申立期間②は次に就職した会社の試用期間だった時期で、い

ずれの期間も、母が国民年金の加入手続をし、保険料も納付していた。 

また、母は納付書が届けば必ず払う性格であり、家計簿に、督促状が届い

たので平成 13年２月から同年４月までの３か月の保険料を 17年４月 22日

に納付したとの記載があるので、年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立人の母が、申立人の国民年金の加入手続及び国民年金保険料

の納付を行っていたとしているところ、オンライン記録により申立人が 20 歳

到達時の平成６年＊月＊日に国民年金被保険者資格を取得し、９年４月に厚生

年金保険の被保険者資格を取得するまでの期間については、保険料をすべて納

付していることが確認できる。 

しかし、申立人は、いずれの申立期間についても、申立人の母が加入手続を

し、保険料を納付していたと主張しているが、申立人の母に聴取したところ、

申立人が就職するまでは保険料を納付していたが、就職した後の当該期間につ

いては加入手続をした記憶は無いとし、保険料の納付についても具体的な記憶

は無いとしている。 

また、申立人は自宅に届いた未納保険料の督促状により、平成 17年４月 22

日に申立期間②のうち、13 年２月から同年４月までの保険料を申立人の母が



払ったとしているが、17 年４月時点では、申立期間①及び②の保険料は時効

により納付できない期間であり、オンライン記録により申立人に対し 13 年３

月及び 14年８月の２回、未加入期間に係る加入勧奨が行われていることから、

加入勧奨時点において、国民年金の加入手続は行われていなかったことが確認

できる。 

さらに、申立期間①及び②は、平成９年１月の基礎年金番号制度導入後の期

間であり、このころ、事務処理の機械化が図られ、記録漏れ及び誤り等は考え

難い上、オンライン記録により申立期間①及び②は国民年金の未加入期間とな

っているため、制度上保険料を納付することができず、申立人に別の基礎年金

番号が払い出されたとは考え難い。 

加えて、申立人は申立期間に係る国民年金の加入手続及び保険料納付に関与

しておらず、ほかに申立人が申立期間において国民年金に加入し、保険料を納

付したことをうかがわせる関連資料（家計簿、確定申告書等）や周辺事情も見

当たらない。 

なお、申立人の母から納付した記録であるとして提出された 2005 年（平成

17 年）の家計簿の記録については、その記載内容から、申立人の国民健康保

険料の督促に応じて保険料を納付したものであることが確認できる。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



広島国民年金 事案 874 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 51 年４月から同年８月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年４月から同年８月まで 

私は、昭和 51 年２月に、結婚のため会社を退職し、同年４月にＡ市Ｂ町

に新居を構え住んでいた。その時、市から国民年金の納付書が届いたので、

空白になってはいけないと思い、すぐ近くにある役場で納付し、２回目以降

は郵便局かＣ銀行で納付した。 

申立期間において、国民年金保険料を納付していたのは間違いないので、

記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間については、申立人の夫が厚生年金保険の被保険者であることから、

申立人は国民年金の任意加入対象者となるため、制度上、さかのぼって任意加

入の被保険者となり得ないところ、申立人の国民年金手帳記号番号は、国民年

金手帳記号番号払出管理簿の前後の任意加入者に係る被保険者資格取得日か

ら、昭和 51年９月 10 日又は同年９月 11日にＡ市で払い出されたものと推認

されることから、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付できなかったも

のと考えられる。 

また、申立人が所持する国民年金手帳の「初めて被保険者となった日」欄に

は「昭和 51年９月 11日」との記載がある上、申立人は現在所持している国民

年金手帳以外に交付されたことは無いと供述しており、申立人に別の国民年金

手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

さらに、申立人は「Ａ市Ｂ町に引っ越して来た時に、国民年金の資格取得手

続をしていないのに、納付書が届いた。」と供述しているが、Ａ市Ｄ区役所に

確認したところ、「国民年金の資格取得手続をしていない人に対して納付書を

送ることは無い。」と回答している。 

なお、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたとする郵便局、Ｃ



銀行には、保存期間経過のため、申立期間当時の納付記録は保存されておらず、

申立人の保険料納付について確認することができない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



広島国民年金 事案 875 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 54年７月から 58年 12月までの国民年金保険料については、

付加保険料も含めて納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年  月 日 ： 昭和 14年生 

住    所 ：  

       

２ 申立内容の要旨 

   申 立  期 間 ： 昭和 54年７月から 58年 12月まで 

   私は、昭和 54年７月から 58年 12月までの国民年金の保険料を納付してい 

なかったことから、58年中に、妻が自宅に来た市役所の国民年金担当課長に 

22万円から 23万円程度を一括してさかのぼって納付した。 

妻は申立期間が付加保険料を含めて納付済みとなっているにもかかわらず、

自分のみが未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立人の妻が、昭和 58 年中に、自宅に来た市役所の国民年金担

当課長に22万円から23万円程度を一括してさかのぼって納付したと主張して

いるが、申立人が主張する時期は、第三回特例納付（53年７月から 55年６月

まで）の実施期間ではないことから、申立期間のうち、54年７月から 55年９

月までの期間は、時効により納付できない期間である。 

また、昭和 58 年中に妻が一括してさかのぼって納付できたと仮定した場合

の国民年金保険料を試算したところ、過年度納付及び現年度納付できた金額は、

最高でも 18万円程度であり、申立人が主張する納付金額とは相違している。 

さらに、申立期間当時の過年度保険料の納付について、Ａ市は、「市役所で

は取り扱っておらず、国の納付書で直接、社会保険事務所（当時）又は金融機

関で納付する必要があった。」と回答している上、申立人の妻が、自宅で申立

期間の国民年金保険料を納付したとされる市役所の国民年金課長（当時）から

も、申立内容を裏付ける供述は得られず、ほかに申立人の妻が、申立人の申立

期間に係る国民年金保険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当た

らない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す



ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を付加保険料も含めて納付していた

ものと認めることはできない。  

 



                      

  

広島厚生年金 事案 1279 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として、その主張する標準

報酬月額に基づく船員保険料を事業主により給与から控除されていたと認め

ることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： 昭和 31年 12月１日から 46年３月 30日まで 

    私がＡ社に勤務していた期間の標準報酬月額が、実際に支給されていた給

与額より低くすぎるので、調査の上、標準報酬月額の記録を訂正してほしい。

なお、当時の給与明細及び船員手帳は無い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準報

酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるの

は、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報

酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標

準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することになる。 

一方、申立人については、船員手帳、賃金台帳及び給与明細書等の申立期間

に係る給与支給額や手当額、給与からの船員保険料の控除額が確認できる資料

は無い上、申立ての事業所の後継事業所でも当時の報酬月額の具体的な算定方

法は不明であるとしており、申立期間の標準報酬月額を検証することができな

い。 

   また、申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、オンライン記録と

船員保険被保険者名簿の記録は一致しているとともに、申立人と同時期に入社

した同僚 10 人の申立期間に係る標準報酬月額を見ても、いずれも申立人の標

準報酬月額と著しい差は見られず、特に不自然な点は見当たらない。 

さらに、当時の同僚５人に照会したところ、「分からない」と答えた１人を

除く全員が「申立ての事業所での標準報酬月額は間違っていない。」と回答し



                      

  

ている。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立期間について、申立人が船員保険被保険者として、その主張する標準

報酬月額に基づく船員保険料を事業主により給与から控除されていたと認め

ることはできない。 



                      

  

広島厚生年金 事案 1280 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年  月 日 ： 昭和 46年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立  期 間 ： 平成 14年 10月１日から 15年 11月 21日まで 

私は、Ａ社に勤めていた間、給与が下がった覚えが無いのに、申立期間の

標準報酬月額が入社時の標準報酬月額より低額となっているのはおかしい

ので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会判断の理由 

   申立人は、申立期間について、標準報酬月額の相違について申し立てている

が、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特

例法」という。）に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記

録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められ

る厚生年金保険料額に見合う標準報酬月額又は実際に支給されていたと認め

られる報酬月額に見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準

報酬月額のいずれか低い方の額を認定し、記録訂正の要否を判断することとな

る。 

   社会保険事務所（当時）が保管している申立ての事業所に係る平成 14 年１

月から同年12月までの期間及び15年４月から同年６月までの期間の給与明細

一覧表に記載されている厚生年金保険料の控除額を見ると、申立ての事業所の

保険料控除は当月控除であったことが確認でき、申立期間のうち、14年 10月

から同年 12月までの期間及び 15年４月から６月までの期間については、保険

料控除額に見合う標準報酬月額又は給与支給額に見合う標準報酬月額が、社会

保険事務所で記録されている標準報酬月額と同額又は低額であることが確認

できる。 

また、申立期間のうち、平成 15 年１月から同年３月までの期間及び同年７



                      

  

月から同年 10 月までの期間については、ⅰ）給与明細一覧表は確認できない

ものの、当該期間の前後の保険料控除額が同額であることから、当該期間につ

いても同額の保険料が控除されていたこと、ⅱ）申立人が提出した金融機関の

流動性預金元帳で確認できる給与振込額は、当該期間の前後の期間における給

与振込額とほぼ同額であることから、給与総支給額も当該期間の前後とほぼ同

額であることが推認できる。 

さらに、申立人と同様に、標準報酬月額が定時決定により従前に比べ低額に

なっている同僚が複数確認でき、申立人の標準報酬月額のみが従前額より低額

になっている事情は認められない。 

これらのことから、申立期間については、特例法に規定する未納保険料があ

った期間（同法により記録が訂正され、保険給付の対象に算入される期間）と

は認められないため、記録の訂正を要しない。 

なお、申立ての事業所は、平成 14 年の報酬月額算定基礎届を平成 15 年 10

月６日に社会保険事務所に給与明細一覧表とともに提出し、平成 14 年の算定

の処理年月日は 15年 10月９日となっているが、申立ての事業所の被保険者に

係る平成 13年から 15年までの標準報酬月額の推移をみても、遡及して訂正・

取消処理された記録は無く、不自然な点は見当たらない。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

期間について、申立人が厚生年金保険被保険者として、その主張する標準報酬

月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを

認めることはできない。 

 



                      

  

広島厚生年金 事案 1281 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： 昭和 53年 10月 31日から同年 11月１日まで 

私は、Ａ社に昭和 51年９月１日から 53年 10月 31日まで勤務していた。 

会社では、経理事務を担当し、退職月の昭和 53年 10月についても、社員

の給料計算書を作成し、控除した厚生年金保険料は会社の預り金として処理

した。 

私の厚生年金保険被保険者の資格喪失日が昭和 53年 10月 31日になって

いるのは、事務担当者が私の退職日をそのまま資格喪失日として誤って届け

出たためなので、加入記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立ての事業所における申立人の雇用保険被保険者記録は、昭和 53年９月

30日が離職日となっており、申立期間における申立ての事業所での在籍が確

認できない。 

また、申立人は、申立ての事業所で厚生年金保険に加入する以前の昭和 51

年４月 20日に、自らが事業主であるＢ社をＣ市で設立しており、「Ｄ市にあっ

た申立ての事業所には、週２、３回程度通勤し、会社の資金繰り、社員の給与

計算、下請け業務等の調整をしていた。」と供述しており、通常の従業員とは

異なる勤務形態であったものと推測される。 

さらに、申立ての事業所において、申立人の在職期間中に被保険者資格を喪

失している者は 42人で、このうち、月初日の資格喪失者は１人のみで、月末

日の資格喪失者が 11人確認でき、申立人自身がこれらの資格喪失者の事務処

理に関与していた可能性は高く、申立人についてのみ資格喪失の届出が誤って

いるとする主張は不自然である。 

加えて、退職月の厚生年金保険料を控除しながら、退職月の末日を資格喪失



                      

  

日として届け出ていたのであれば、会社の預り金（厚生年金保険料控除金額）

と社会保険事務所からの保険料納付請求金額とに相違が生じると思われるが、

申立人は｢在任中は、預り金と納付請求金額に相違はなかった。｣としている。 

このほか、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



                      

  

広島厚生年金 事案 1284 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日 ： 昭和 56年生 

    住    所 ：               

               

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： 平成 15年９月 30日から同年 10月１日まで              

    私は、平成 15年３月からＡ社（現在は、Ｂ社Ｃ支店）に勤務していたが、

同年９月 30日付けで退職した。 

持っている雇用保険離職票の喪失日は平成15年９月30日となっているの

に、厚生年金保険の資格喪失日が同日となっており、９月が年金加入期間に

なっておらず納得できないので記録を訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出された雇用保険被保険者離職票では、離職日が平成 15 年９

月 30日と記載されていることは確認できる。 

   しかし、申立ての事業所から提出された申立人のタイムカードにより、最終

の出勤日は平成 15 年９月 22 日であることが確認でき、申立人に係る賃金台

帳でも、賃金締切日である９月 20日以降の出勤日数は２日と記録されている。 

また、申立ての事業所から提出された申立人に係る賃金台帳により、平成

15 年３月から同年８月までについては厚生年金保険料が控除されているが、

同年９月の保険料は控除されていないことが確認できる上、同賃金台帳の社会

保険料控除額の合計額は、申立人から提出された平成 15 年分源泉徴収票の控

除額と一致している。 

   このほか、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 



                      

  

広島厚生年金 事案 1287(事案 846の再申立て) 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年  月 日  ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立  期 間 ： 昭和 36年 10月１日から 37年４月１日まで 

申立期間について、平成 21年９月 17日付け通知の「委員会の判断の理由」

の中で、「個人の状況(通勤手当等諸手当の変更)により標準報酬月額が下が

ることはあり得る。」とあるが、常時自転車で通勤していたため通勤手当の

変更は無かった。その他の手当の変更も無かったので標準報酬月額が１万

4,000円から１万円に下がったことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、申立事業所は既に厚生年金保険の適用事業所では無くな

っているが、継承会社であるＡ社から提出された健康保険厚生年金保険被保険

者報酬月額算定基礎届の写しによれば、申立事業所が届け出た申立人の報酬月

額の平均額は 9,600円とされ、これに基づき算定された昭和 36年 10月１日の

社会保険事務所（当時）の標準報酬月額に誤りは見受けられないとして既に当

委員会の決定に基づき、平成 21年９月 17日付けで年金記録の訂正は必要ない

とする通知が行われている。 

申立人は、申立期間における標準報酬月額に納得できないと主張するが、申

立内容に委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は認められず、そのほか

に委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立

人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたと認めることはできない。 

 

 

 



                      

  

広島厚生年金 事案 1315  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： 昭和 42年１月 27日から同年８月 17日まで 

私は、昭和 42年 1月 28日から 8月 16日までＡ市ＢにあったＣ社で働い

ていた。 

同僚の名前は覚えていないが、Ｃ社の社長の名前を覚えている。 

約 20 年前、駅前にあった社会保険事務所（当時）に、私の記録について

電話で照会したときは、Ｃ社での厚生年金保険の加入記録があると聞いた記

憶があるにもかかわらず、ねんきん特別便によると申立期間の厚生年金保険

の記録が無く、納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が記憶する事業所の所在地に、同じ業種のＤ社が所在し、申立人が記

憶する事業主名と商業登記簿で確認できる当該事業所の事業主名が一致する

こと及び当該事業所の事業主が申立人の姓を記憶していることから、申立人が

勤務していたとする事業所は、当該事業所であり、期間は特定できないものの、

申立人が当該事業所に勤務していたことは推認できる。 

しかし、申立期間において申立人の雇用保険の加入記録は無い上、当該事業

所が厚生年金保険の適用事業所となったのは申立期間から 18 年以上経過した

昭和 60年 12月４日であり、申立期間当時は厚生年金保険の適用事業所ではな

い。 

また、当該事業所の事業主も「昭和 42 年ごろは、個人経営で厚生年金保険

には加入していなかった。雇用していた職人はすべて時給制であり、給与から

控除していたものは無い。」と回答している。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 



                      

  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 


